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２．招集の場所    邑南町役場  議場 
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                      散会  午後３時３０分 
４．応招議員  
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均  ３番 平野 一成  ４番 和田 文雄 
  ５番 宮田 博  ６番 漆谷 光夫  ７番 大屋 光宏  ８番 中村 昌史 
９番 日野原 利郎 １０番 清水 優文 １１番 辰田 直久 １２番 亀山 和巳 
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１３番 石橋 純二 １４番 三上 徹 １５番 山中 康樹   
７．欠席議員   ０名 
 議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名 
        
８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

職 名 氏  名 職 名 氏  名 職 名 氏  名 
町  長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 服部  導士 
管財課長 朝田 誠司 定住促進課長 三上 直樹 企画財政課長 柳川 修司 
町民課長 種 由美 税務課長 上田 洋文 福祉課長 沖 幹雄 
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９．本会議に職務のため出席した者の氏名 
    議会事務局長 大賀 定  事務局管理監 日高 泉 
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１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。 
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平成３０年第２回邑南町議会定例会議事日程（第４号） 
 

平成３０年３月１５日（木）午前９時３０分開議  
 
 
 
 開議宣告 
 
 
 
  議事日程の報告 
 
 
 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
 
 
 
日程第２ 一般質問 
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平成３０年第２回邑南町議会定例会（第４日目）会議録 

【平成３０年３月１５日（木）】 

―― 午前９時３０分開会 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
開議宣告 

●議長（山中康樹） おはようございます。定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。本日の議事日程は予めお手元に配布したとおりです。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

●議長（山中康樹） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。８番中村議員、９番

日野原議員お願いをいたします。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 一般質問 

●議長（山中康樹） 日程第２、一般質問。昨日に引き続き一般質問を行います。通告順位

第５号、中村議員登壇をお願いします。 

（議員登壇） 
●中村議員（中村昌史） 議長。 

●議長（山中康樹） ８番、中村議員。 

●中村議員（中村昌史） おはようございます。８番中村でございます。一般質問二日目の

トップバッターを務めさせていただいております。いただきます。ええと、今回は１点

にしぼって通告を致しております。えぇ、答弁によっては、あのぅ、スムースな進行に

なってですね、時間が余るかもわかりませんが、えぇ、どうか 1時間ほど、1時間になる

かどうかわかりませんがお付き合いのほどよろしくお願いします。ええと、今回は山の

問題です。今までにこのことは何点、何回か取り上げてまいっておりますが、ええっと、

質問が同じようなことが、前回とダブルというふうなことになるかも知れませんが、こ

の度は、えぇ、全員協議会でも説明がありましたが、森林環境税、３７年から森林環境

譲与税が導入されるということもありまして、えぇ、これに、えぇ、このことについて、

改めて質問をさしていただこうと思います。この森林環境譲与税は、あるいは森林環境

税は、あのぅ、町長も強く国に対して要望を進めておられたもので、やっと３７年度か

ら実現の運びになるということでございます。えぇ、我々も大変期待をしておるところ

でございますが、あのぅ、この森林環境税あるいは森林環境譲与税の導入に伴いまして、

えぇ、林野庁のほうでも新たな森林管理の仕組みづくりについて検討を始めて、始めら

れております。えぇ、ある程度のですね、方向性が示されていると思うんですが、思う

んでありますが、えぇ、この新たな森林管理の仕組みづくりについて、この中で林野庁

が市町村の担う役割についてどういうふうに考えているのか、あるいは考えようとして

いるのか、えぇ、その点についてまず質問をいたします。 

●植田農林振興課長（植田弘和） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 植田農林振興課長。 

●植田農林振興課長（植田弘和） えぇ、新たな森林管理の仕組みづくりのなかで、えぇ、
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町が担う役割とは何かとのご質問でございます。えぇ、現在林野庁で検討されておりま

す新たな森林管理の仕組みづくりのなかにある新たな森林管理システムにおいては、

森林所有者は、自ら所有する森林について、適切な経営や管理を行う責務があると

いうことを明確化した上で、森林所有者が自ら管理できない場合には、所有する森

林を町に預けていただき、町は、預かった森林を､意欲と能力のある林業経営者に繋

ぎ、林業経営の集積・集約化を進めることとしております。一方で自然的な条件が

悪いなど、林業経営に適さない森林等については、町が管理を行うこととしており

まして、その際町が公的管理を行う費用については、創設が予定されている森林環

境譲与税の一部を活用することとされております。 

●中村議員（中村昌史） 議長。 

●議長（山中康樹） 中村議員。 

●中村議員（中村昌史） ええと、ただ今まぁ、説明をいただきました。あのぅ、つまりは

ですね、えぇ、一つはええと、林業、業として林業を振興していくというために、あの

ぅ、集約化を測ろうと、そのために町は力を出しなさいというところが１点だと思いま

す。えぇ、もちろんこれが一番重要なことではあるわけですが、あのぅ、すべての、邑

南町のですね、すべての森林がそういった格好で集約化あるいは団地化が進められるの

かというとなかなかそうはいかない、いろいろな課題があるんだろうと思います。えぇ、

例えて言いますと、小規模の地主で林業経営に感心のない方もおられる。あるいは、え

ぇ、最近問題になっておりますが、不在村地主、えぇ、こちらにおられない森林の、山

の持ち主さんの問題。それから相続が未登記で相続権が今どこに行ってるのかわからな

いというふうな山林の問題。ええと、地籍調査の遅れによって境界が明確でないという

ふうな課題、さまざまなまぁ、課題があって、すべては無理なんだろうと。で、えぇ、

そこで重要になってくるのがさっき言われました、えぇ、最後のところの市町村が再委

託できない森林の管理を、市町村が公的管理を行いなさいということが重要になってく

るんだろうというふうに思います。えぇ、つまりまぁ、そういったことのですね、具体

的な対応策が現在市町村に求められているんだというふうに思います。そういった観点

で、まぁ、これから何点かの提案を含めて話を進めたいと思うんであります。えぇ、ま

ず、木質バイオマスについて、えぇ、考えたいと思います。現在島根県では２基の大き

な発電所が稼働しております。えぇ、これらに対する燃料チップの供給状況、これがど

ういうふうになっているのか。特に邑南町の関係します邑智郡森林組合のほうでどうい

うふうな状況になっているのか、を、えぇと、わかればお知らせください。 

●植田農林振興課長（植田弘和） 議長、番外 

●議長（山中康樹） 植田農林振興課長。 

●植田農林振興課長（植田弘和） えぇ、現在稼働中の木質バイオマス発電施設への燃料供

給の状況についてのご質問でございます。えぇ、その中で邑智郡、えぇ、邑智郡からの

ということでよろしいでしょうか、町内ということになりますでしょうか。 
●中村議員（中村昌史） 町内でわかれば、組合が供給しているということだと思うんで邑

智郡森林組合でということ。 
●植田農林振興課長（植田弘和） はい、２基の発電所が稼働しておりまして、えぇ、主に
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邑智郡森林組合からは、その内の１基、江津市にございますバイオマス発電所へチップ

が納入されております。邑智郡森林組合は、えぇ、主に郡内から木材を集めておりまし

て、その加工施設チップ工場が邑南町内にございます。えぇ、そこで加工された木材約

１万ｔほどが江津市のバイオマス発電所へ供給されているというふうに伺っております。 

●中村議員（中村昌史） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 中村議員。 

●中村議員（中村昌史） あのぅ、その１万ｔの供給で江津市のバイオマス発電所は、まぁ、

他からも入ってるんだろうと思うんですが、燃料として足りておるのか。それから１万

ｔのチップを出しておる邑智郡森林組合のほうで、えぇ、１万ｔがこう、恒常的にきち

んと今からも出して行けるのかどうか、その点についてわかれば教えてください。 

●植田農林振興課長（植田弘和） 議長、番外 

●議長（山中康樹） 植田農林振興課長。 

●植田農林振興課長（植田弘和） えぇ、江津市にございますバイオマス発電所へは、全体

として８万５，０００ｔほど木質チップが供給されているというふうに伺っております。

えぇ、この量というのは事業がスタートする前に、県のほうで説明をされました計画の

範囲内におさまっている量だというふうに見ております。それであのぅ、邑智郡森林組

合が供給する１万ｔで足りているかという部分ですけれども、えぇ、バイオマス発電所

としてはそれで稼働きちんとしておるようです。で、森林組合がその１万ｔを調達する

ためにどういう努力をしているかということについては、まぁ、あのぅ、えと、伐採を

するための人材ですね、これが足りていないということで、えぇ、今人材の育成も含め

て、えぇ、取り組みながらその継続的な供給に努めているというふうに聞いております。 

●中村議員（中村昌史） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 中村議員。 

●中村議員（中村昌史） ええと、あのぅ、私が今こう申し上げておりますのは、そのぅ、

えぇ、燃料供給にこう、不安が残るんではないかと。将来的にですね、ええと、いうこ

とがちょっと懸念されると。あのぅ、美郷町で計画をされておりましたバイオマス発電

所が中止になりました。えぇ、美郷町では、ええと、約１万１，０００ｋＷ程度のもの

を計画しておられましたが、えぇ、材料の供給が、の見込みが立たないのでということ

で、新聞報道ではそういうふうな報道がございました。ええと、江津市の、江津市では、

えぇ、今１万２，０００ｋＷ、約１万２，０００ｋＷだと思いますが、ええと、材料で

言うと、当初、えぇ、１６万ｔぐらいな燃料が予定されてたんじゃあないかと思います

が、今聞きますと８万５，０００ｔと。ええと、ヤシがらを一緒に燃やすとかいうふう

なことも話もありましたが、えぇ、フル稼働なのかどうかというところもよく分からな

い状況かなあというふうな気がいたしております。あのぅ、この、ええと、いわゆる固

定価格買取制度にのっとって、えぇ、例えばあのぅ、間伐材由来の、木材を燃やして発

電をすると１ｋＷあたり４０円で売れると、ということのようですね。ですが、そうい

う証明がとれない場合は、とれない場合は、えぇ、建設資材廃棄物として取り扱うとい

うことで、１３円になる。で、その、この固定価格買取制度、これまあ、あのぅ、それ

がどういうふうな由来をですね、どうやって証明するのかっていうふうなところが、あ
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のぅ、えぇ、木質バイオマスの証明のためのガイドラインというようなものがあるんで

すが、なかなかこれが読んでもよくわからないです。で、何が燃やせるのか、何は燃や

しちゃあいけないのかというふうなところがなかなかわからない。で、そのぅ、この固

定価格買取制度というのは、まぁ、要は経済的な面から、あのぅ、森林整備を促そうと

いうことが、まぁ、あのぅ、国のもくろみであったんだろうと思うんです。あのぅ、山

の中に残っておった林地残材を持ち出して、えぇ、それを燃やして発電をしたら、えぇ、

今まで捨てておったものから、あのぅ、ゼロから出てくるわけですから、これはたいへ

ん山のためにいいんじゃないかいということであったわけだろうと思います。で、それ

をその経営としてですね、えぇ、大規模で発電をしていこうと思うと、あのぅ、燃やせ

るものが限られてしまって、えぇ、他のものは持ってきてもらっちゃあ困るというふう

な話が出てくるわけです。で、えぇ、そういうことから言いますと、山に住んでおる、

山を持っている、山にいる我々からすると、ちょっとそれは違うんじゃあないですかっ

というふうな思いがするわけです。そこで、経済的な面からということではなくて、今

抱えている山の問題、山の課題をどうやって解決したらいいのかというところから、え

ぇ、森林の管理について、観点を変えて考えて行くべきではないのかなあというふうな

思いがしております。えぇ、昨日、ええと、宮田議員の質問にもありましたように、ま

ぁ、例えて言うと、えぇ、災害の防除であるとか、えぇ、倒木しそうなところを、危険

性があるところを前もってやるとか、それから、ええ、大きな、大きな見方で言います

と、地球環境の保全であるとか、えぇ、森林保全、国土保全ですね、そういうふうな意

味合い、あるいは我々の生活に密着したところで言いますと、有害獣の対策のために、

えぇ、いわゆる裾切りと言いますか、山の周辺部を伐採をして有害獣が出にくくしよう

じゃあと。あるいは、えぇ、里山をきちんと整備して、山の恵みをきちんと享受できる

ようにしていこうじゃあないかというふうな、今ある、我々が抱えている問題を解決し

ていくためにどういう取り組みをしたらいいのかということを、今、考えておくべきで

はないかなというふうな気がしております。そこで、あのぅ、ええと、道の駅の再整備

構想のなかにも取り込んでございます、あのぅ、小規模バイオマス発電、ええと、ある

いは口羽をてごぉする会から提言があったと思いますが、あのぅ、温水プールの熱源と

して、えぇ、小規模バイオマス発電というふうなことを、今提言をされていると思いま

す。ええと、これは４０ｋＷだとか、５０ｋＷだとかというて、規模のものです。えぇ、

しかもコージェネといいまして、電気だけではなくて熱も発生すると。で、その熱をで

すね、あのぅ、地域に供給することによって、えぇ、それまで地域外から購入しておっ

たエネルギー源、化石燃料を地元で賄うと、いわゆるエネルギーの地産地消、地域内循

環、そういったことをまぁ、一つの目標として提言をされていることだと思いますが、

えと、こういったことの小規模バイオマス発電の可能性をどういうふうに考えておられ

るか、問いたいと思います。 

●植田農林振興課長（植田弘和） 議長、番外 

●議長（山中康樹） 植田農林振興課長。 

●植田農林振興課長（植田弘和） 小規模木質バイオマス発電の可能性をどう考えるかとの

ご質問でございます。えぇ、木質バイオマス発電は、地域の実情に即した形で、地域主
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導の取り組みとして導入ができ、地域に賦存する資源の最大限の活用と、それに伴う地

域への利益還元につながるもので、地域の活性化と防災面など環境面など多様な効果が

期待されると考えております。ここでは小規模と限定した形でのご質問となっておりま

すのでその点についてご説明さしていただこうと思いますが、木質バイオマス発電は規

模が小さくなるほど発電効率が下がるという弱点がございます。この点については単に

燃料を直接燃焼させるのではなくて、えぇ、いったんガス化してから燃焼させるといっ

た方法ですとか、発電の際、えぇ、廃熱も利用するという、先ほどおっしゃいました熱

電併給というシステムを取り入れるなどの解決策が用意されているようですので、ハー

ド面での問題はほぼクリアできるのであろうと考えております。えぇ、問題となるのは

運営の部分だろうというふうに思っております。まず１点目としては設置した施設はで

きるだけ止めずに稼働させることが必要ですけれども、こうした設備はどうしても完全

自動運転というわけにはいきませんので、保守が不可欠となります。その際に製造メー

カーから技術者を呼んでいたのでは設備も止まりますし、費用もかかってしまいますの

で、自前で保守ができる体制を用意できるかとどうかということが、経営に大きく影響

するというふうに思います。２点目には熱電併給というシステムとした場合、えぇ、熱

の利用先の確保が問題となります。えぇ、電気はある程度蓄えることや需要先まで電線

で送電することができますけれども、熱は通常お湯の状態で供給されますので、遠距離

の輸送には向いていないという特性がございます。えぇ、３点目には先ほど中村議員お

っしゃいましたように、えぇ、燃料の供給が安定して行えるかとった問題となります。

えぇ、先ほどまでのご質問にありましたように、現在町内ではかなりの量の伐採を行っ

ております。これを建材として使うＡ材の部分と、合板に使うＢ材、そしてそれ以外の

Ｃ材に分けて、Ｃ材の部分をチップに加工しております。チップに加工するＣ材を用意

するためには、Ａ材やＢ材の需要が必要になります。現在の状況でＡ材やＢ材の需要を

拡大するというのは容易なことではありませんので、えぇ、この部分の解決がカギにな

るのではないかというふうに考えております。ただ、売電を前提とせずに地域のエネル

ギー需給を優先する考え方に立てば、先ほどのような森林経営計画策定森林から切り出

されたＣ材にこだわらずに地域内にある身の回りの不要木ですとか、今年のような雪で

倒れた倒木、農地と隣接した山の部分に設置する緩衝帯の伐採木など、見回せば燃料に

なるものは結構あるのではないかというふうに思っております。ただ、それを林業事業

者の皆さんにお願いして伐採していたのでは、売電を前提としない以上経費がかさんで

しまいますので、地域の力で集める仕組みを作るといったようなことが、大切になって

くるのではないかというふうに考えております。 

●中村議員（中村昌史） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 中村議員。 

●中村議員（中村昌史） はい、あのぅ、えぇ、私が思っておる通りのご回答をいただきま

した。あのぅ、課題としてこれがあるというふうなことも、そうなんじゃあないかなと

思っていたところが、まぁ、課長のほうから説明がありました。あのぅ、ええと、先ほ

どの固定価格買取制度で４０円で売電をするんだということにこだわり続けると、えぇ、

燃やせるものがないですね。実際、先ほど課長が言われたように、Ａ材、Ｂ材をとった
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後のＣ材という事ですから、Ａ材、Ｂ材をどこへやるんだという話がついてまわるのは

当然であります。で、これは４０円ということに僕はこだわる必要がないんだろうと思

います。で、先ほど言いましたような、ええと、地域内のエネルギーの地域内循環とい

うふうなことで考えますと、えぇ、採算性とか経済性とかという前に、まず、山を活用

すると、山を活用して、今ある山の資源を利用しながら、尚且つ山に関する課題も解決

をしていくというふうな取り組みを、これは、えぇ、新たなあのぅ、森林環境譲与税の

制度が始まることにつけてですね、えぇ、それに併せて実行できるようなことを今から

考えて置かなきゃいけないんじゃあないかなという気がしております。それで、もうひ

とつ、もう一つの提案ですけども、あのぅ、今課長が言われましたように、えぇ、こう

いったあのぅ、不要木を、先ほど言いましたような、あのぅ、里山の整備であるとか、

ええと、いわゆるこう有害獣対策の裾切りであるとか、えぇ、あるいは道路の陰切りで

あるとか、そういうふうなもので発生した不要木を利用しようと思うと、森林組合のよ

うな大規模な業者さんにお願いするということは、これは無理だろうと思います。で、

そこでですね、あのぅ、それぞれの地域で今、地区別戦略を各地域で取り組んでもらっ

ておりますが、えぇ、その地区別戦略の中に山の事を取り上げておられるところが多々

あろうかと思います。そういったそれぞれの地区でですね、えぇ、伐採班のようなもの

を確保すると。で、それはもちろんそのぅ、えぇ、まぁ、あのぅ、高齢化が進んでおり

まして、えぇ、なかなか山へ入ることがしんどくなってくるという話も伺いますが、え

ぇ、まだ、ええと森林、自らが山に入って山を管理するという技術を持っておられる方

が、まぁ、まだ健在でおられる。その間にですね、えぇ、若い人たちにそういった技術

を伝えていくというふうなことも考えながら、各地域でそういった伐採班のようなもの

を確保してですね、それに対して町の方からそのぅ、えぇ、財政的な助成をお願いでき

ないかなあと、そういうふうな制度が考えられないだろうかなというふうに思うわけで

ありますが、ええと、質問の通告の中には特に項目としては挙げておりませんでしたが、

えぇ、お答えがいただければ可能性についてお答えをいただきたいと思います。 

●植田農林振興課長（植田弘和） 議長、番外 

●議長（山中康樹） 植田農林振興課長。 

●植田農林振興課長（植田弘和） えぇ、地域での材の活用をするために、伐採班のような

ものをそれぞれの地域に、えぇ、つくっていくことはできないかというご質問なんです

けれども、えぇ、新たに創設されます、しんじん、森林環境譲与税の使途として、えぇ、

山を活かして使っていくための人材育成に充当することはよいというふうに説明を受け

ておりますので、そういった使途についても今後検討していく必要があるというふうに

考えております。 
●中村議員（中村昌史） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 中村議員。 

●中村議員（中村昌史） はい、あのぅ、まぁ、あのぅ、すぐ３０年度からすぐやってくだ

さいという話ではないわけであります。あのぅ、この話は最後にまとめて言おうと思い

ますが、あの 1 年かけて検討していただかなきゃあならんことで、３１年度に向けてい

いと、可能性を研究していっていただきたいなあというふうに思います。ええと、併せ
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てですね、あのぅ、山への関心を高める、木の好きな人、森の好きな人を増やす、そう

いった取り組みも併せて必要なんだろうというふうに思います。そこで、えぇ、木育と

の連携ということについて問いたいと思います。本町ではウッドスタート宣言を行って、

現在新生児への木のおもちゃの配布を行っております。併せて保育、教育機関、あるい

は林業関係者等が集まってですね、木育円卓会議というものを開催し、えぇ、木育の推

進を図っていく、木育の推進をはかる図り方を今検討して、考え方を取りまとめておら

れます。えぇ、こういった、あのぅ、ええと、森に対する関心を高める、えぇ、木の好

きな人を増やすということが、潜在的にこう森を守っていこうという気持ちを高めてい

くことにつながっていく、大変重要なことではないかというふうに私は思うわけであり

ますが、えぇ、この新たな森林管理のシステムということと、この木育という今の本町

での取り組みとの連携の可能性、えぇ、あるとすればどういう連携なのかというふうな

ところまで、ちょっとお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。 

●植田農林振興課長（植田弘和） 議長、番外 

●議長（山中康樹） 植田農林振興課長。 

●植田農林振興課長（植田弘和） えぇ、木育との連携についてのご質問でございますが、

えぇ、木育とは、北海道発祥の言葉で、子どもをはじめとするすべての人々が木とふれ

あい、木に学び、木と生きることを学ぶ活動というふうに言われております。木育は単

に木が好きになって、木を暮らしの中に取り入れればいいというだけではなくて、その

木が森林や環境をきちんと大切しながら、大切にしながら伐られているのかといったと

ころにまで思いを馳せ、木を使うことと環境を守ることがつながっていることをしっか

りと理解する必要があるものだと考えております。そういった面では、森林環境税の導

入にあたって木育への活動も森林環境譲与税の使途として認められているという説明を

受けております。 

●中村議員（中村昌史） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 中村議員。 

●中村議員（中村昌史） あのぅ、先ほど言いましたように、えぇ、関心を高めるというと

ころが、森に対する関心を高めていくというところが、本来一番最初に必要なところだ

と思います。あのぅ、えぇ、今あのぅ、都市部のほうからですね、えぇ、まぁ、ちょっ

と前まで田園回帰ということばが使われておりましたが、えぇ、森林に対してそういう

ふうな思いを持って、ええと、田舎に入って来たいというふうな方もおられるようです。

地域おこし協力隊で、津和野町では山の管理というふうなところに地域おこし協力隊が

入って、えぇ、路網の整備をしたりというふうなことまでやっておられるような例があ

るようです。あのぅ、そういった関心をですね、あのぅ、地元がまず持つというところ

が一番必要なのかなあと。ぜひその、この木育の取り組みを、そのぅ、単なる木育とい

うことだけではなくて、山と結びつけて考え方を進めていっていただいたらというふう

な思いがしております。ええと、最後にですね、えぇ、森林資源をまぁ、フル活用する

ために木材の選別の仕組みが不可欠であろうというふうに考えております。このことは

あのぅ、２０１５年の６月議会でも取り上げさしていただきました。あのぅ、ううんと、

先ほど言いましたようにその４０円というふうな、まあ、売電価格を確保するために４
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０円は無理ですか。間伐材じゃあないんだからね。えぇ、にじゅう、その下が２７円で

したか、まぁ、値段は忘れましたが、ええと、その売電価格を確保するために、チップ

にせざる、チップにするしかない材料じゃあないもの。チップにしなくても活用できる、

要はその、えぇ、燃料を確保するために一般の用材までもチップにするようなことがあ

ってはならないんじゃあないですかというふうな話をさしていただきましたら、あのぅ、

町長から、まぁ、あのぅ、製材業者からも要望を受けて検討するように指示をしてると

いうふうなご答弁をいただいております。で、それをまぁ、改めてもう一度検討をする

ようにということでござ、で、ありましたので、検討された結果というふうなことをち

ょっと聞いてみたいというふうに思います。あのぅ、その時にも申しましたけども、え

えと、西粟倉村森の学校というのがございます。岡山県の西粟倉村、１，５００人ほど

のちっちゃな村ですけども、林業で生計を立てようと、村全体を成り立って行こうとい

うふうなことで、えぇ、村全体の森林を、もう、ええと、団地化をしておって、えぇ、

森林経営をこう、効率的にやっている。で、そこで山から出てきた木は、あのぅ、西粟

倉森の学校、株式会社なんですが、そこがすべてを引き受けて、そこで選別をして用材

になるもの、最終的にチップにするものというふうなことをそこが振り分けをしている

というふうなことを聞いております。えぇ、実際に行ってみましたのはもうかなり前の

なんで、現在どういうふうになっているか、あれですけども、あのぅ、ホームページな

んかで見ますと、えぇ、その森の学校という会社は、あのぅ、どんどんこう事業を拡大

してですね、ええと、建材もこう供給する、あのぅ、フロア、床材であるとか、えぇ、

それからあのぅ、大きな建物の特殊な材料も、えぇ、こういったものが欲しいというふ

うなものにも対応して材料を供給をしておられるようですし、西粟倉の家というふうな

ものもつくっておられます。モデルハウスも建っておられます。あのぅ、そういったま

ぁ、あのぅ、会社経営としてそこまでというのは、確かに理想的なところでありますが、

その入り口のところの、えぇ、そのぅ、木材の、山から出てきた木材の選別の仕組みと

いうふうなものも、この際その新たな森林管理の仕組みづくりの中で考えられないもの

か、その点について問いたいと思います。 

●植田農林振興課長（植田弘和） 議長、番外 

●議長（山中康樹） 植田農林振興課長。 

●植田農林振興課長（植田弘和） えぇ、木材の選別の仕組みづくりについてのご質問でご

ざいますけれども、木材の選別については、従来木材市場が行っておりまして、町内に

おいても県内で最大取り扱い量である江の川木材市場がその役を担っているところでご

ざいます。ただ、近年ではＡ材の価格が低迷している状況でございまして、一方ではＢ

材である合板の需要が増えていてＡ材とＢ材の価格差がなかったり、時には逆転すると

いった状況もございまして、市場に製材所が必要とする木材が集まりにくいといった傾

向があるようでございます。まぁ、しかしながら、先ほど中村議員さんご質問ありまし

たように、あのぅ、しじょうに、市場に木材が集まるようにする、取り組みの一つとし

て今、市場と邑智郡森林組合ではすべての木材ではありませんが、山で伐り出された材

を市場に優先的に供給していくという約束も、取り決めもしておられる、そういう取り

組みも現にあっております。で、あのぅ、原木の安定供給に向けましては、県の取り組
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みである、新たな農林水産業・農山漁村活性化計画第３期戦略プランのプロジェクトと

して、木材市場・製材所が講師となって森林組合の若手職員さんに木を見る目を伝授す

る取り組みなども行われているところでございます。町としましては、森林環境税・新

たな森林管理システムなどによって町内の木材資源が活用されるような路網整備ですと

か人材育成を進めるだけではなく、Ａ材需要の拡大につながるような取り組みについて

も検討を進める必要があるというふうに考えております。こういった取り組みの中で、

市場に木材が集まって、適正に選別されて取引されるという状態になって行くことを期

待しております。 

●中村議員（中村昌史） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 中村議員。 

●中村議員（中村昌史） ええと、あのぅ、今の、今のと言いますか、今の新たな森林管理

のあり方というところで、林野庁が掲げておりますところの成長産業化に向けた川上と

川下との連携というふうなことも、まぁ、うたわれておって、ええと一つはまぁ、あの

ぅ、今、えぇ、素材を生産する方、まぁ、森林組合ですね、それから製材、それの間に、

まぁ、今言われた市場があって、えぇ、製材業者さんがおられて、えぇ、そ、の下に、

ええと、工務店なりがあって、エンドユーザー、その家を建てる人というのがあるわけ

です。で、あのぅ、その中でまぁ、あのぅ、今の新たな森林管理の仕組みづくりという

ところの中でも、あのぅ、製材業者が素材生産を自ら行うことを支援するであるとか、

ええと、製材業者とエンドユーザーをこうマッチングさせるとか、今の流通の形態をも

う一回見直すようなことも検討するようなことがちょっとうたわれていると思います。

まぁ、これはあのぅ、決定したことではなくてですね、今検討中だというふうなことだ

と思いますけども、あのぅ、そういったことも含めてですね、あのぅ、ええと、町、市

町村の役割りが、大きくなるわけですから、えぇ、市町村が主導的にこういうふうなあ

のぅ、新たな流通を考えたらどうかとか、いうふうなところまで、えぇ、踏み込んでい

けるのかなあというふうな期待をもっておるところです。まぁ、これ実際にどうなるか

わかりませんけども、あのぅ、ええと、ぜひですね、そういった木材の選別のしくみで、

これはまぁ、ええと、いわゆる用材としての、針葉樹ですね、Ａ材、Ｂ材、Ｃ材という

ふうなものだけでなくてですね、あのぅ、まぁ、出羽でやっておられます薪ステーショ

ンの取り組みであるとかと、そういうふうなあのぅ、燃料の供給というふうなところを、

あのぅ、薪ストーブであるとか、薪ボイラーであるとか、そういった個人、個人の需要

化に対しても燃料の供給ができるように、あのぅ、最近ええと、若い方がなかなかその

ぅ、私はあのぅ、仕事の上で薪ストーブをお勧めするんです。が、なかなか若い方が、

いやそりゃあ、山へ行って木を切るのがやれんけとかいうふうな話があります。それか

らお年寄りの方もはあ、年をとってなかなか山へ行けんけというような話もあります。

で、そういったところにですね、えぇ、まぁ、例えばあのぅ、灯油をガソリンスタンド

に頼んだらタンクで持ってきてくれますね、そういった格好でですね、ガソリンスタン

ドが薪を販売するというふうな形もあってもいいのかなとそういうふうな全体のそのぅ、

山から出てくるすべてのものをこう選別をするような、そういう仕組み、組織づくりと

いうふうなところが何とかできないものかなあというふうな気がしておるわけです。あ
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のぅ、それはええと、すぐにしてくださいということではありません。まぁ、以上、ま

ぁ、いろいろなまぁ、あのぅ、提案もしながら述べてきたわけですけど、最初に言いま

したように、３１年度から森林環境譲与税が開始されると。えぇ、それが始まってから

さあどうしようかというんじゃあ遅いんだと思います。えぇ、３０年度１年間かけてで

すね、えぇ、そういったさまざまなことを検討しながら町としての森林管理の方向性を

まとめるべきだというふうに思うわけですが、いかがでしょうか。 

●石橋町長（石橋良治） はい議長、番外。 

●議長（山中康樹） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治） あのぅ、まぁ、方向性のご質問なんで、私からまぁ、お答えした

いというふうに思います。で、まぁ、今日の中村議員さんのほんとに示唆にとんだ提言

あるいは質問聞いとりまして、えぇ、私としては参考になりました。えぇ、まぁ、確か

に森林環境譲与税がもう導入されるのは決まってるわけですから、今から考えて行かな

いと間に合わないと、正におっしゃる通りであります。えぇ、で、この森林環境税の使

途について当初は、えぇ、間伐をやってもいいとか、路網をやってもいいとかそういう

話しもあったんですが、私自身はそれ、ほんとはそれでいいのかなあと、それはもうや

るんなら林野庁の補助事業でやりゃあいいんであって、その先のことを考えて行かなき

ゃいけないのが今回の森林環境税の導入の趣旨じゃあないかなあというふうに思ってた

わけです。で、じゃあどういう活用の仕方をしようかといった時に、今中村議員さんが

いろんなことをこうおっしゃって提案をいただいということについて、まぁ、非常に参

考になったという話であります。で、まぁ、実際にこの問題をやっていく上には、まぁ、

４月以降いろんな方々を集めて、やはりいろんな知恵を結集して、邑南町ならではの活

用の仕方っていうのを考えて行かなきゃいけません。当然そのぅ、ソフト事業と言いま

すか、育成の部分もありましょう、また提案をされた伐採班の導入はどうかと、まぁ、

こんなこともあるんでしょうし、まぁ、いろんな意見をいただいた上で、ぜひあのぅ、

皆さん方にまた提案をしていきたいなあと、まぁ、こう思うんであります。で、まぁ、

今回あのぅ、中村さんの質問に私も共鳴した点というのが、あのぅ、やっぱり再生エネ

ルギーの活用っていうのは、まぁ、分散型でなきゃいかんと思うんですよね。で、まぁ、

島根県のように、松江と江津にあって、まさにこれは大型のバイオマス発電ですから、

とにかく一定の供給をしなきゃいけない、それが至上命題なわけですねえ。それをまぁ、

それをやるのはまぁ、その企業の考え方でしょうけども、供給する側からとって見れば

大変な問題があるわけですよ。私はやはりこの特にバイオマスを考える上にはやっぱり

分散型で、徹底的に地域に根差したものでなきゃいかんというふうにまぁ、思ってます。

それでなきゃ私は破たんをしてしまうんじゃあないかなあと思います。で、まぁ、その

場合にやっぱり事業主体が問題になるんだろうと思います。で、例えば羽須美村に町外

からこういうことをやりたいからぜひ認可してくれと、町有地を使いたいからやってく

れ、認可してくれとか、そんな提案があった場合は、私はまぁ、許可はしないというふ

うに、私はまぁ、今思ってます。つまり町外からくる資本に対して、えぇ、たとえば採

算性が悪ければもう撤退してしまうというリスクもあるし、えぇ、それからそのお金っ

ていうのはその、例えば羽須美地域には還元されないっていう可能性が多いいわけです。
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みんなそのぅ、町外の資本に吸い取られるということ。やはりこのぅ、再生エネの問題

はやっぱりできるだけ地域の中で循環をし、所得が向上していくってことが一番のまぁ、

テーマでありますので、そういうことになりますと、町外からの資本というのは私は入

れない。で、そうなると町内でどうやって運営主体を設けていくか、まぁ、あのぅ、町

内の大きな資本があるとすればまぁ、それもあるんでしょうけども、やはり私は一番い

いのは町内のいわゆる有志が共同事業体として、こういうことをしましょうというのが

一番私はいいのではないかなあということを思ってまして、まぁ、それに似たようなも

のを今羽須美地域からも提案いただいとるわけですので、ぜひあのぅ、おそらく中村議

員さんも絡んでいらっしゃると思いますから、詰めてまた私どもに提案を、まぁ、いた

だきたいというふうに、まぁ、思っております。期待も込めて思っております。えぇ、

その場合にあのぅ、いきなり発電という事業は非常にまぁ、困難だろうと私は思います。

あのぅ、まずは熱供給からということをやっていく必要があるんだろうと思います。あ

のボイラーの話もありましたけども、やっぱりできることからやっていくと、そしてい

ろんな施設にそれを導入していくということも、まぁ、いいんではないかなあというふ

うに、まぁ、思います。えぇ、そういうことを積み重ねることによって、地域の考え方

が変わり、エネルギーの自立、自給っていうことに、まぁ、向かっていけばやっぱり意

識は変わってくるし、そこでまた山に対する関心も深まってくるんだろうというふうに、

まぁ、思うわけですね。で、要はあのぅ、その再生エネの場合は持続可能性っていうの

が非常に大事なわけでして、昨日のあのぅ、平野議員もＳＤＧＳという話がありました

けども、まさに今、国もそういう考え方で、持続可能でやっぱり環境未来都市というよ

うなところを、まぁ、言ってるわけですので、我々もそういうところを目指していく、

あのぅ、ことも踏まえて活用の仕方というのを十分に考えて行かなきゃいけないのかな

あとまぁ、いうふうにまぁ、思います。 
●中村議員（中村昌史） 議長。 

●議長（山中康樹） 中村議員。 

●中村議員（中村昌史） ええと、まぁ、ぜひ３１年度に向けてですね、えぇ、町としての

取り組み方をこうまとめていっていただけたらといふうに思います。あのぅ、今日言い

ましたことは、ほんの一部だろうと思うんです。森に関わること、山に関わることって

いうのは他にもたくさんあると思います。えぇ、観光の分野で言いますと、えぇ、昨日

のインバウンドの話でもありましたように、体験型というふうなことが言われています。

えぇ、山を体験をするという、これも十分考えられることだろうと思いますし、それか

ら、えぇ、森林セラピーというふうなことで保健課のほうで言えばそういうふうなこと

も関係がしてくるでありましょうし、えぇ、例えばまぁ、公営住宅にですね、木質をし

っかり使った邑南町独自の公営住宅をつくるんだというふうなことで、まぁ、考えてい

くとか、コンペを行うとか、やろうと思えばいろいろ考えられる。えぇ、１年かけてで

すね、ぜひこう優秀な職員の皆さんの英知を結集していただいて、えぇ、立派な計画を

練り上げていただきたいということを期待しまして私の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

●議長（山中康樹） 以上で中村議員の一般質問は終了いたしました。ここで休憩に入らせ
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ていただきます。再開は午前１０時３５分といたします。 

―― 午前１０時２２分 休憩 ―― 

―― 午前１０時３５分 再開 ―― 

●議長（山中康樹） 再開をいたします。続きまして通告順位第６号、清水議員登壇をお願

いいたします。 

（議員登壇） 
●清水議員（清水優文） はい、議長。 

●議長（山中康樹） １０番、清水議員。 

●清水議員（清水優文） １０番、清水優文でございます。改めておはようございます。昨

日は防災無線が施設火災ということで、私が帰った時でしたか、放送がありましたが、

なかなか鎮火の放送がない、大事にならねばいいがと思っておりましたが、なにか誤報

だということで、誤報が再々あるわけですが、またこのことについては、またお伺いし

ます。えぇ、私は今定例会に地域医療の確保、矢上高校の魅力化について、矢上児童ク

ラブの今後の対応、新就職者に地元企業の就職に支援、助成等々通告しとります。えぇ、

年度末ですので、今までの質問で検討するというて答えておられますので、その経過に

ついても質問したいと思います。まず、地域医療の確保について質問いたします。えぇ、

天川クリニックが平成３０年に閉院されるとのことで、病院がなくなることでございま

す。天川クリニックは天川和彦先生の院長の元、平成１６年から１４年間地域医療に携

わっていただいておりました。その間、日貫診療所の医師、また矢上小学校、日貫小学

校、矢上高校の校医としてお勤めをいただいておりました。感謝するばかりです。矢上

地区、いや石見地域ではお年寄りを始め子どもたちに受付が簡易で待ち時間も少なく、

地域に密着し、気安く受診できる初期治療の病院としてなくてはならない病院でした。

矢上地区には以前２、３病院がございました。今後は現在ある歯科医師に、歯科医院の

みとなり、地域の方々にとっては非常に残念で不安がっておられます。また矢上の商店

街も人と人との交流も無くなり、少なくなり寂しくなるばかりです。今後地域医療機関

の確保についてどう考えておられるか、町長に伺います。なお、この質問については天

川先生には承諾を得ておりますのでよろしくお願いいたします。 

●石橋町長（石橋良治） はい議長、番外。 

●議長（山中康樹） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治） えぇ、私にお尋ねでございます。あぁ、まずあのぅ、清水議員が

おっしゃったように、まぁ、１４年間も天川和彦先生には特に矢上地区のために医療の

確保、一生懸命に努力されたということについて、まぁ、改めてこの場を借りて、天川

先生に対して感謝を申し上げたいといふうに思います。昨年暮れに先生からもお話があ

り、私からも出向いて確認を、まあ、さしていただいてるわけでありますが、残念なが

らおっしゃるように３０年に閉院をするということでございます。で、まぁ、清水議員

ご心配な点、多々あるわけであります。えぇ、まずあのぅ、矢上小学校とか日貫小学校

の校医の問題についてはまぁ、だいたい後任が見つかったということでございますし、

日貫診療所もしかりであります。えぇ、矢上高校についてはすでにもう代わっておられ

るということでございます。えぇ、まぁ、そういった中で、特に矢上地区のその医療体
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制ということについては、まぁ、たいへん懸念があるわけでございまして、まぁ、私と

しては、まぁ、矢上地区ということにはなるかも知れませんが、一番まぁ、人口が、町

内でも一番多いい地域でもございますし、また利用もされてる方もずいぶん多いい天川

クリニックだったというふうに思いますので、閉院されるとたいへんまぁ、影響は計り

知れないというまぁ、認識をもっております。したがって、まぁ、できるだけこれを、

まぁ、いろんな方法を検討しながら継続していくことがまず第一で、えぇ、まぁ、それ

を私はこの場を借りて強いメッセージを、特に矢上の皆さん方にはお送りをさしてもら

いたいというふうに思います。まぁ、まずはその安心を持っていただくというのが大事

ではないのかなというふうにまぁ、思ってます。じゃあどうするのかということにつき

ましては、まぁ、いろんなことを検討を、まぁ、現段階でしておりますが、まぁ、ここ

は町が責任をもってこ、の医療体制っていうのを継続する必要性があるだろうというこ

とで、えぇ、国保診療所というのがベストな方法ではないかなあとまぁ、いうふうに思

っております。えぇ、まぁ、そのために今、新年度予算でそのための調査設計委託料を

計上さしていただいてるわけで、また後程ご審議をいただきたいし、その中身について

もまた後ほど町民課長からも説明をさせたいというふうにまぁ、思っておりますが、え

ぇ、まぁ、建物はそういうことでまぁ、進めていきたいと思ってますけども、あとはま

ぁ、後任はどうするのか、あるいは場所をどうするのかっていう問題があろうかという

ふうにまぁ、思っております。えぇ、後任につきましては現段階ではまだ未定でありま

すけども、県の支援もいただきながら、できるだけ早い段階で決めていきたいなという

ふうに思っております。で、決まった段階でできるだけこの診療所の調査設計にも加わ

っていただいて、一緒にまぁ、あのぅ、検討してもらうっていうのがよろしいのかなあ

というふうに、まぁ、考えているわけであります。えぇ、まぁ、場所の問題につきまし

ては、ここはやっぱり町有地を活用する方法がいいだろうと、しかもそのぅ、できるだ

け利便性を考える必要があるであろうということになりますと、まぁ、矢上地区の中心

部の町有地というようなことを想定しながら今選定に入ってるわけでございます。まだ

この場で申すわけにはまいりませんが、そういう方向で今検討してるということを、ま

ぁ、ご理解いただきたいというふうに思っております。 
●清水議員（清水優文） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 清水議員。 

●清水議員（清水優文） えぇ、大変いい回答をいただきました。えぇ、校医についてはほ

とんど後任が見つかった。えぇ、それから今後については国保診療所の開設に向けて検

討すると。えぇ、場所については町有地を中心に考えるということでございました。ど

うぞ早く、えぇ、できますことを祈念するものでございまして、当初予算に調査設計委

託料が計上されておりますが、このことについての調査でございましょうか、お伺いい

たします。 

●種町民課長（種由美） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 種町民課長。 

●種町民課長（種由美） えと、直営診療所の特別会計の当初予算に計上しております、

石見地域診療所の調査設計委託料のご質問でございます。えと、清水議員がおっし
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ゃいましたように、これからの地域医療の体制を検討するうえで、対象地区の人口

や受診状況などの調査も必要となるのではないかと考えております。また、施設の

規模としましても、今、羽須美地域にあります阿須那診療所を参考に委託料を算出

し計上しているものでございます。 

●清水議員（清水優文） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 清水議員。 

●清水議員（清水優文） えぇ、この設計委託料については阿須那診療所を元に、えぇ、調

査研究するとのございまして、なんにしても診療所ができるということになれば、矢上

地区の皆さんも安心してお待ちになっていただくことができると思います。なお、土地

につきましては、このまわりでも農地を提供すると言う方もございますので、もし、町

有地が駄目な時には私も間に入ってお世話したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。ええと、この問題については一応前へ進むようでございますので、次の質問に

入ります。えぇ、次に矢上高校魅力化について伺います。まず、最初に今年度の受験者、

町内、県内、県外別に伺いたいと思います。えぇ、この通告をした時にはまだ受験の段

階でしたが、合格発表が先日あったと思いますので、よろしくお願いいたします。 

●三上定住促進課長（三上直樹） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 三上定住促進課長。 

●三上定住促進課長（三上直樹） 今年度の受験者をということでございます。３月６日に

島根県教育委員会から発表された、平成３０年度島根県公立高等学校入学者選抜学

力検査受験状況によりますと、矢上高校の受験者は、平成３０年１月２２日実施の

推薦入学者選抜が３６名、平成３０年３月６日実施の一般入学者選抜が５６名、合

計９２名でした。受験者につきまして、邑南町内・島根県内・島根県外別に人数が

示されておりませんので、議員ご質問いただきました受験者のこれらの内訳の数値

については確認ができておりません。なお、一般入学者選抜において３名の受験辞

退が出ております。合格者につきましては平成３０年３月１３日に島根県教育委員

会から発表されました、平成３０年度島根県公立高等学校入学者選抜一般選抜等合

格者一覧によりますと、推薦入学者選抜による合格者数は３２名、一般入学者選抜

での合格者は５４名、合計８６名でございました。合格者の内訳は、島根県内の合

格者が７７名、島根県外の合格者が９名と発表されております。 

●清水議員（清水優文） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 清水議員。 

●清水議員（清水優文） ええと、寮への予定はまだわかりませんねえ。来年がどうなるか。

えぇ、学校にお伺いしてみますと、どうやら来年は部屋数が足らないということでござ

いましたが、えぇ、来年以降あのぅ、地元の中学生が非常に少なく、少ないようでござ

いまして、他地区からの入学者が増えると予想されるんですが、そういう対応はまだお

考えではございませんかね。寮がいっぱいになるという、いっぱい以上になるという、

対応はまだお考えでございません、ないでしょうか。お伺いいたします。 

●三上定住促進課長（三上直樹） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 三上定住促進課長。 
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●三上定住促進課長（三上直樹） えぇ、寄宿舎への入舎予定数につきましては、矢上高

校も入舎についての希望調査を今、始められたばかりでございますので、こちらも

まだ明確な数字については、あのぅ、申し上げる状況にはないということを、先ず

最初に申し上げておきたいと思います。まぁ、そのうえで、来年度以降の話でござ

いますけれども、えぇ、その前に本年度で、矢上高校の寮の、を一部整備するとい

うことを今現在行っておりまして、えぇ、現在の寮の定員数が、あのぅ、もう少し

確保できるような取り組みをしていただくというようなことで、伺っております。

まぁ、それらを併せまして、来年以降の町内の生徒さんの数、あるいは今後の県外

からの入学者の数というのも、えぇ、高校のほうの想定では、あのぅ、これもあの

ぅ、えぇ、各県で魅力化事業というのに取り組まれるところが非常に多くなりまし

て、まぁ、これもあのぅ、ことばは適切かどうかわかりませんけれども、各地区が、

あのぅ、争奪戦のような状況を呈してきておりますので、あのぅ、現状のまま推移

するのではないかというような、あのぅ、状況で想定をされております。まぁ、そ

ういった状況をかんがみまして、あのぅ、ここからどれだけの、えぇ、部屋が必要

であるかという点につきましては、もう少し状況を見ながら詳しく検討していく必

要があろうかというふうに考えております。 

●清水議員（清水優文） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 清水議員。 

●清水議員（清水優文） えぇ、寮についてはまだ来年以降まだわからないということでご

ざいます。えぇ、１０月に私の一般質問で、また同じことを言いますが、矢上高校野球

部の寮の開設をと質問いたしました。その回答として、市木地区で開設するよう実現の

可能性を追求するとの答弁でございました。えぇ、その実現性はなくなったのですか。

市木地区の地区別戦略のメニューにも取りあげておられましたが、お伺いいたします。 

●三上定住促進課長（三上直樹） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 三上定住促進課長。 

●三上定住促進課長（三上直樹） えぇ、清水議員、おっしゃっていただきましたように、

あのぅ、市木地区で開設するよう実現の可能性を追求するというふうに、あのぅ、

９月議会であったというふうに思いますが、あのぅ、発言をさしていただいたとこ

ろでございます。あのぅ、市木地区としては大変前向きに活用に向けたご検討をい

ただいておりました。えぇ、ただこの物件について、限られた時間の中で、さまざ

まなことをご検討いただいたわけでございますが、まぁ、最終的に改修費等の費用

が確定することができないということで、あのぅ、生徒の利用料などが、募集の始

まる年末までに確定をいたしませんでした。あのぅ、したがって、このことから、

矢上高校教育振興会から支出される現在の寮費支援を維持したままで、新たな支援

費を要求する根拠としては精度不十分というふうに判断をいたしまして、３０年度

の予算要求を断念いたしました。ええと、このことを受けまして、１２月２１日の

矢上高校教育振興会の理事会において、現在の明渓寮の改修であるとか、あのぅ、

少人数、これはまぁ、各戸１名程度の３年間受けていただけるような下宿先を募集

していこうと、まぁ、こういった方針に今年度は切り替えまして、えぇ、そのこと
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を、あのぅ、まぁ、理事会の中で確認をして、今日に至っているような状況です。

まぁ、従いまして、今後どういった状況になって行くかという点につきましては、

先ほども申し上げましたように、あのぅ、種々ある状況をもう少し注意深く検証し

たうえで、方向性を出して行く必要があるだろうと、このように考えております。 

●清水議員（清水優文） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 清水議員。 

●清水議員（清水優文） えぇ、市木地区での野球部寮の開設については、改修費等で今年

度は断念したということでございます。私も野球部の後援会の世話をしておる関係上、

是非とも高校の寮を、野球部寮を開設を望むもんでございます。えぇ、甲子園もだいぶ

近くなっておるようでございますので、期待をしとるところでございます。えぇ、この

問題についてはこれぐらいにしときまして、次、えぇ、矢上児童クラブの今後の対応に

ついて伺います。矢上児童クラブは平成１４年４月、石見町時代に他地域より先駆けて

開設され、その目的は放課後等保護者の保護を受けられない児童が、豊かで安全な生活

を確保するため、定員はおおむね３０名とするとのことでした。現在は児童数が大幅に

増え、７０名とのことですが、先日も指導員の方にお会いしましたが、安全・安心面で

多少不安があると、えぇ、まだ７０名以外に入所希望者があるとのことでした。えぇ、

現在の状況、今後どのような対応をされるのか質問をいたします。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 沖福祉課長。 

●沖福祉課長（沖幹雄） まず、今回の経過についてご報告いたします。新年度の矢上地区

児童クラブの利用申込者数が７４名でありました。それを受けまして、本年 1 月２

６日、矢上地区児童クラブ運営委員会が開催されました。その中で、児童クラブの

現場の状況から７０名を超えての受け入れは困難と判断され、委員会の合意により

利用者の調整が行われました。全体の利用者の状況が勘案されまして、具体的には

４年生以上で、父母が就労されているほかに、世帯に子どもの世話が可能である祖

父母がいらっしゃるという条件で検討され、結果的に条件に当てはまる児童３人に

ついて、保護者さんとの話し合いのもとで利用を断られております。また、もう１

人については転校されることが決まったため利用を辞退されております。今後の対

策ということでございますが、あのぅ、この運営委員会には、福祉課職員も出席さ

していただいております。委員会の中ではさまざまな意見が今後のことについて話

し合いされました。で、今こういったあのぅ、飽和状態と言いますか、いっぱいに

なっている状態を解消する手段としては、まぁ、いろんなことが考えられると思い

ます。まずは、あのぅ、保護者の皆さんに児童クラブの趣旨に理解を求めるもので

ございます。友達が児童クラブに行っているので、僕も私も行きたいと子どもが言

うというような声も聞きます。家に下校しても大丈夫なお子さんは、利用を遠慮し

ていただくことも考えられます。それからあのぅ、矢上児童クラブを２つの児童ク

ラブに分けることも考えられます。これは例えば、居住地域でわけるというような

ことが考えられます。また、あのぅ、身近な自治会とか集落まで下校していただい

て、子どもの集いの場づくり等も考えられるんじゃないかと思います。これにつき
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ましては今後の検討課題でございます。 

●清水議員（清水優文） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 清水議員。 

●清水議員（清水優文） えぇ、７４名の希望があった。４名についてはいろいろ調整して

断ったということでございましたが、今後恐らく矢上地内では子どもの数は増えとると

思います。増えると思います。えぇ、２カ所にするとかいうことでございましたが、早

急に考えていただきまして、辞退のないようにしていただきたいと思うところでござい

ますが、えぇ、２カ所に分ける、ううん、それもですが、ひとところにまとめて、指導

員を増やすというような方法はないものですかね。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 沖福祉課長。 

●沖福祉課長（沖幹雄） えぇ、あのぅ、先ほどの、まぁ、飽和状態と申し上げましたが、

実際にはあのぅ、支援員さん、一生懸命やっていただいておりますが、あのぅ、そうい

った支援員さんの確保についてもいろいろ検討課題がございます。あのぅ、規模を大き

くしてほんとにあのぅ、そういった方々確保できるかどうかという問題がございます。

またまぁ、あのぅ、邑南町、日本一の子育て村をめざしてということで、あのぅ、地域

で子育てというようなことも掲げております。で、さっき３番目で申し上げましたがそ

ういった方法がとれないかどうかということも、まぁ、検討課題と思いますし、またあ

のぅ、もう一つ教育のほうでは世界へも羽ばたける人材を育成するというようなことも

ございます。もうちょっとあのぅ、野性的な放課後の過ごし方というのも、まぁ、検討

してみたらという意見もございますので、そこの辺はまたあのぅ、矢上地区の議員さん

も含めまして、矢上地区の方々と相談さしていただきたいと思います。 

●清水議員（清水優文） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 清水議員。 

●清水議員（清水優文） まぁ、あのぅ、地域で子どもたちを育てるということは非常によ

いことだと思います。まぁ、矢上地区の議員さんと相談せえということでございますの

で、今後議員４名で、ひとつ相談していい方向にお互いに考えていきたいと思うところ

でございます。まぁ、断るというようなことがないようにひとつやっていただければと

思うんですが、まぁ、いろいろ事情もありましょうので、えぇ、私たちも協力は惜しみ

ませんのでよろしくお願いいたします。えぇ、次の質問。えぇ、新就職者の地元企業へ

の就職に支援、助成との質問ですが、私たち議会は昨年進出企業へ実情把握のため視察、

訪問をいたしました。ほとんどの会社が人出が足らない、従業員が欲しいと訴えられて

おりました。そこで、定住対策として、えぇ、学業を終えた新卒者が地元企業へ就職し

ていただいた方に支援、助成、例えばお祝い金、とかを支給する制度を構築されればと

思いますが、いかがでしょうか。以前私も質問した時には、個人にするか会社にするか

検討をするとの回答でしたが、いかがでございましょうか。 

●種商工観光課長（種文昭） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 種商工観光課長。 

●種商工観光課長（種文昭） えぇ、新、新就職者の地元企業への就職に支援、助成をとい
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うご質問でございますが、邑南町では進出企業の人手不足が深刻であることから、平成

２８年１１月に邑南町進出企業人材確保対策会議を設置いたしまして、この状況を打破

するために関係機関とともに邑南町進出企業人材確保実施計画を策定いたしまして、こ

れを実践することで、若年層の地域内定着の促進と雇用に関する諸対策の推進に努めて

おります。人手不足につきましては町内進出企業だけではなくて、町内の事業所からも

声が上がっておりまして、その対策が必要となっております。人手不足の解消には、子

どもたちが町に誇りを持ち、地元企業の魅力を知ることが重要であると考えております。

このことは進出企業人材確保対策会議の中で小学校、中学校、矢上高校、石見養護学校

と連携して取り組んでいくことを申し合わせております。さらに、人材確保の対策とい

たしまして従業員が定着する仕組みづくりも重要であると考えております。事業所にお

いては毎年定期的に若者が確保できず、会社内に同年代がいないために、相談するもの

がおらず離職につながっているケースも伺っております。その解決策として異業種間で

交流し仲間をつくる取り組みが必要だと考えております。清水議員、提案の就職時のお

祝い金等につきましては慎重に検討させていただきまして、まずは、平成３０年度から

邑南町商工会、進出企業をはじめ町内企業や事業所、学校などと連携いたしまして、企

業や事業者の異業種間交流会を開催いたしまして、若者の町内企業の定着に取り組んで

まいりたいと考えております。 
●清水議員（清水優文） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 清水議員。 

●清水議員（清水優文） えぇ、この提案はまだ達成できないようでございますが、まあ、

あのぅ、異業種間の交流を深めて、職員の定着率を深めるということでございます。ま

ぁ、何にしても進出企業の、栄えることによって地元も栄えることと思いますので、よ

ろしく今後ともお願いしたいと思うところでございます。えぇ、以上、るる質問いたし

ましたが、えぇ、今日のメインの質問は地域医療の確保でございまして、えぇ、まぁ、

診療所の開設に向けて努力するとの町長の力強いことばをいただきましたので、矢上地

区としては、皆さんもさぞお喜びのことと思いますし、実現が早期になればと安心して

いただけることと思います。それで、まぁ、診療所が開設になりますと、それに付属し

て児童クラブ等、多々施設がありますが、そういう施設を国の助成事業があれば、一カ

所にまとめて、えぇ、複合施設の建設を私は望むものでございますが、町長の思いをお

聞かせ願いたいと思います。これはあくまでも国の助成事業があればのことでございま

すので。 

●石橋町長（石橋良治） はい議長、番外。 

●議長（山中康樹） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治） えぇ、まぁ、複合施設の建設をというご質問であります。えぇ、

まぁ、私がまずやるべき課題というのは、あるいは急がれる課題というのは診療所の開

設なんですよね。で、まぁ、そこをこう一生懸命やるにあたって、えぇ、まぁ、場所が

自ずとこう今度は決まってくると思います。で、その場所が逆に清水議員さんがおっし

ゃってるような施設を合築して十分とれるのかどうかというのがあると思います。えぇ、

複合施設を優先してやった場合なかなか場所が決まらないというケースもある。それじ
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ゃあ、矢上地区の皆さん方に申し訳ない訳でして、まず診療所ありきということで、私

はやらさしてもらわなきゃいかんと思います。と同時にあのぅ、確かにあのぅ、建物は

阿須那の診療所を参考にしておりますけども、やっぱり人口が全然違うわけでして、え

ぇ、まぁ、かなりの駐車場のスペースも必要ではないかなあというふうにも思いますし、

なおかつ、場合によってはですよ、場合によっては医師住宅も必要になるんではないか

なということも考えた場合に、まずそういったところをどれだけのスペースで確保でき

るかっていうことを考えなきゃいけないと思います。で、さらにその上にっていうお話

でしょうけども、現段階ではなかなか考えづらいというふうに思っておりますし、複合

施設そのものについてはまぁ、慎重に検討しなきゃいけないのかなというふうにまぁ、

思っております。 

●清水議員（清水優文） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 清水議員。 

●清水議員（清水優文） えぇ、複合施設の建設は難しいと、何にしても診療所の建設を早

期に進めたいという町長さんのご意向を伺いましたので、今日の質問は、私はこれで１

００点でございます。えぇ、それからあのぅ、土地につきましては以前申しましたよう

に農地を提供すると言う方もございますので、参考にひとつよろしくお願いいたします。

まだ時間は若干ありますが、これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

●議長（山中康樹） 以上で清水議員の一般質問は終了いたしました。ここで休憩に入らせ

ていただきます。再開は午後１時１５分とさせていただきます。 

―― 午前１１時１０分 休憩 ―― 

―― 午後 １時１５分 再開 ―― 

●議長（山中康樹） 再開をいたします。続きまして通告順位第７号、大屋議員登壇をお願

いします。 

（議員登壇） 
●大屋議員（大屋光宏） 議長。 

●議長（山中康樹） ７番、大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、えと、大屋光宏です。今回の一般質問は２点通告しており

ます。よろしくお願いをいたします。まず一つ目が、生産性革命の実現に向けた償却資

産にかかる固定資産税の特例措置についてです。えと、今までのですと、国税にかかる

特例措置というのは租税特別措置法によって、国が一律に決めて特例措置を行っている

のが通常でしたが、今回は国の法律に基づきまして、固定資産税の特例措置を町の判断

で行うことができるようになりましたというか、あのぅ、町の判断で行うものが出てき

ました。そこで、あのぅ、お伺いするのは、まず、あのぅ、生産性革命の実現に向けた

償却資産にかかる固定資産税の特例措置について、えと、邑南町は取り組むのか、取り

組まないかについて教えてください。 

●種商工観光課長（種文昭） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 種商工観光課長。 

●種商工観光課長（種文昭） えぇ、現在、経済産業省では、今後３年間を集中投資期間

と位置付け、中小企業の設備投資を支援することで産業振興や雇用増を図ることを
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目的に生産性向上特別措置法の制定に向け準備をされておられます。これは、この

制度に基づき、償却資産に係る固定資産税の課税標準に特例を講じる率をゼロとし

た市町村から認定を受けた事業者について、国のものづくり・商業・サービス等補

助金申請をした場合、優先採択を行うというもので、中小企業の設備投資を支援し

生産性向上につなげることを目的とするものでございます。邑南町といたしまして

は、平成２９年４月に中小企業・小規模企業振興条例を制定し、これに基づき、し

ごとづくりセンターを中心に産業振興を強化していることから、是非この制度を導

入し、地元企業の収益向上に繋げたいと考えております。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、えと制度の概要を説明していただいたうえで、町としても

取り組んでいきたいというお話だったと思います。で、少しあのぅ、具体的にお伺いす

るのは、あのぅ、まぁ、この特例措置っていうのは、平成３０年度から３２年度の３カ

年ということですので、えと、すぐ４月から３０年度に入ります。ただ、すぐには町の

準備も整ってなければできるわけではないと思うんですが、町としたら、どのように準

備をしていつからこの特例が該当するように準備を進めていくのか。併せてあのぅ、す

るかしないかと、もう一つは、そのぅ、特例利率を、あのぅ、特例率をどうするのか。

えと、ゼロから２分の１以下で市町村の条例で定めるとなっておりますので、えと、ど

の程度の利率にされるのかを併せて質問いたします。 

●種商工観光課長（種文昭） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 種商工観光課長。 

●種商工観光課長（種文昭） えぇ、この固定資産の減免を致しますと、その７５％が交付

税措置をされるということを踏まえまして、この特別措置を実施する方向で、導入

のスケジュールでございますが、経済産業省の生産性特別措置法の６月施行予定に

併せまして、６月議会定例会に条例の一部改正を提案させていただきたいというふ

うに考えております。それと実施する場合の税率等の具体的な内容でございますが、

対象となる中小企業がものづくり・商業・サービス等補助金を申請された場合、特

例率をゼロにしないと、優先採択されないということがございますので、邑南町は

ゼロにしたいというふうに考えております 

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、えと、制度を導入したうえで、特例率もゼロということで、

投資したのち３年間は償却資産にかかる固定資産税がゼロになるということですよね。

で、まぁ、そうしないとあのぅ、その他の優遇措置が受けれないということで、えと、

前向きにゼロにな、で、準備を進めていくということだったと思います。あのぅ、質問

はあのぅ、するか、しないかと、まぁ、ゼロにしてほしいと思ってましたけど、まぁ、

その方向で進めるという事ですんで、あのぅ、この質問については以上で終わりたいと

思います。で、続きましてあのぅ、小中学校の教育の現状に入りたいと思います。えと、

まず始めに、邑南町は小中学校の統廃合をしないと言われてます。えと、私自身もさま
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ざまな観点からすべきではない、今の現状がいいと思っとりますが、なぜ、統廃合をし

ないのか、今の現状でやるべきであるかっていうことについては、なかなかその理由っ

てのは、えと、まぁ、町長の公約だから、町長がそういってるからっていうことで、そ

の理由っていうのが、最近はあのぅ、皆さんに知れ渡ってないですし、そこを議論する

場もなかったので、あのぅ、まず初めに、あのぅ、町長が小中学校の統廃合をしないと

されてる理由について説明をお願いいたします。 

●石橋町長（石橋良治） はい議長、番外。 

●議長（山中康樹） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治） えぇ、そのまぁ、理由ということでありますが、えぇ、やはりあ

のぅ、小学校、中学校、特に小学校の生徒さんは、地域のやっぱり宝として地域に愛さ

れながら育っていかなきゃならん、それがふるさと教育にもつながるわけであります。

その地域というのは邑南町でいうと１２公民館単位で、えぇ、それは結構八つあります

から、公民館と小学校区は重なるわけであります。しかしながら、日本の現状でござい

ます、残念ながら邑南町とは逆の方向に行ってるわけでして、えぇ、最近文科省も新た

な統廃合基準を示しながら、こう締め付けをやってるなあと、私はつくづく感ずるわけ

ですが、特にあのぅ、平成の合併が、平成１６年ぐらいから始まってる中で、この近隣

の県内の市町でも統廃合が非常にまぁ、盛んにやっているということに対しては、私は

大変まぁ、心配をしているというふうに、まぁ、率直に思います。えぇ、おそらくまぁ、

学力云々、部活が云々というような、いわゆる切磋琢磨論が前に出ておりますけれども、

やっぱり裏にはあのぅ、いわゆる自治体の公共施設等総合管理計画の先取りをやってる

んじゃあないかなあというふうにまぁ、感じてるわけであります。やはり学校というの

は、あのぅ、誰のための学校かという事をしっかり踏まえてやらないと、この問題は大

きな汚点を残すというふうに、まぁ、思っております。しかもよく言われるように小規

模校では、切磋琢磨論では特に学力等々低下するんではないかというようなデータにつ

いても全く私は見たこともないし、聞いたこともない。そういう中でそういうことが一

人歩きしてるのは恐ろしいことであります。えぇ、小学校は特に地域のシンボルとして、

当然なってるわけでして、もちろん学びの場でもあるし、地域づくりのシンボルでもあ

るということで、まぁ、それが無くなるちゅうことは、えぇ、子どもの声が聞こえない

ということも当然ありますけども、あのぅ、地域が衰退するっていうのがほとんどのこ

の近隣の実態ではないかなあと、まぁ、いふうにまぁ、感じてるわけです。えぇ、従っ

てそういう観点から邑南町は国とはまぁ、真逆の形にはなると思いますが、できるだけ

小学校、中学校残していくということを、まぁ、私も町長就任以来、日和小学校のこと

もありましたけれども、それ以来特にそういう思いが強かった、強くなっております。

で、そういうところで公民館単位の地域づくり、あるいは平成２３年度から始まった日

本一の子育て村ということがあるわけでして、えぇ、まぁ、私はあのぅ、例えばある市

で教育委員会サイドが統廃合基準というものをその市で設けて、で、これ以下について

はもう統廃合しますよということでどんどんやってるっていうことについて、首長がそ

れを賛成してるってことは非常に残念だし、地域に対して失礼ではないかなあと思うん

ですねえ。えぇ、やはりあのぅ、子どもを地域と共にどう育て、どう増やしていくかっ
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ていう過程が全くないままにいきなり将来子どもの数が減るからであろう、学力が落ち

るであろうという、だろう、だろう話で統廃合基準を設けてどんどん進めていくってい

うことは、非常にまぁ、問題があるなあと。しかもその地域と汗を流すという過程がな

いということは非常にさびしい。だから私はこの１０年間の子育て村構想の中で地域と

一緒になって若い世代を入れ込みながら、子どもを増やしていきましょうということを、

まぁ、言ってるわけでして、まぁ、そのことが私は地域にも理解をされ、今日に至って

いるんではないかなあと、まぁ、思うんです。で、まぁ、いわゆる地域づくりにおいて

も、えぇ、まぁ、今までこの夢づくりプランであるとか、地域コミュニティ再生事業で

あるとか、あぁ、今日発表であります地区別戦略、まぁ、このことは合併して統廃合ど

んどん進めて、仮にいたならば、こういう流れはなかったんだろうと私はまぁ、今思い

ます。えぇ、まぁ、ここまで来たあのぅ、地域づくりというのはしっかり行政も地域と

一緒になって学校を残そうというメッセージがあったからこそここまで来てるんではな

いかなあと、まぁ、かようにまぁ、思うわけであります。えぇ、その結果まぁ、今日に

いたって、まぁ、ある方は邑南町の公民館単位で人口分布を見てみると、ひとり勝ちあ

るいは一人負けっていうところはあんまりなくて、まぁ、まぁ、平均でそれぞれがまぁ、

若い世代を増やしているということの評価にもつながってると思うし、特にあのぅ、合

併以降、中心部が栄えて周辺が衰退するっていう傾向が日本全国ある中で、比較的私は

周辺部のほうも元気であるしというふうにまぁ、思ってる。その理由の一つに統廃合と

いう問題が私は当然絡んできてるというふうに、まぁ、思います。えぇ、まぁ、先日あ

のぅ、市木のほうにお邪魔をした時に、市木の方がまぁ、礼をいうてもらったんです。

あのぅ、町長さん、最初からそういうふうに言ってもらったので、我々も市木をどう発

展させるかっていうことについて、まぁ、勇気が湧いてきたと。で、まぁ、例えば市木

小学校がどっかと統合する、保育所が無くなるということが最初にありきだったらとて

も今日の市木はなかったであろうということを言っていただいて、私もうれしかった。

で、まぁ、となりの市の場合は保育所もなくなる、小学校もなくなってるわけでして、

正にあそこは両極端の状況になってるわけですよね。それからまぁ、中学校の場合でも、

よく言われるのは、まぁ、子どもの数が多いいから、その部活が盛んになる、ええと、

子どもの数が少ないと部活も衰退するんではないかっていう話もよく聞くんですが、あ

ぁ、先日の羽須美中学校の卒業式に行ったときに、えぇ、あそこはご承知のように、３

０人前後の生徒しかいないわけです。おそらくある市町の基準ではもう統廃合の基準に

あがってるような中学校ではなかったかなあと思うんですけども、しかしながら、その

学校のこうした授与式に出ておった資料をこう見ても、部活に関してもなにが、なにが

とってもその３０人でがんばっ、あのぅ、小規模で衰退してるような学校じゃあないん

ですよね。あのぅ、それは私は言わなくてもわかっていらっしゃる。ぜ～んぶこう資料

に出てるんです。全国大会に出た、こういう大会でがんばってるっていう、一人ひとり

がそれがみんなこうやってやってるわけです。ですから部活云々っていうのはあまり関

係ないな、地域の支えが当然あって、やっぱりこの中学校を盛り立ててる、そこが一番

大事なわけでして、えぇ、まぁ、そういうところをしっかり検証していかないと軽々に

統廃合っていうのは私はとるべきではないなあと、まぁ、いうふうに今でも感じており
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ます。 
●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、ありがとうございました。あのぅ、改めてなぜ統廃合しな

いのか、しなくて結果的にどうだったかっていう話しを聞く場面ってそうそうなかった

んだと思います。えと、思いはほぼ、ほぼっていうか同じだと思います。あのぅ、学習

面、地域とのつながり、最終的に邑南町全体見回した時に、学校が無くなるとどうなる

のか、学校は地域にとってどれだけの誇りであるのかっていう部分も含めて、えと、今

は大変に邑南町はそういう面で評価をされてるんだと思います。えと、高校のあり方検

討会というのがありまして、えと、県立高校について、５年ごと程度に見直しがされて

きております。過去は統廃合基準というその人数によって、学級数を減らす、増やす、

まぁ、適正規模は４クラス以上だとかいうのがあったですが、今回出て来とるのは大幅

に変わって、地域といかにつながってるかっていうのが、学校としての評価なり存在意

義となってきてます。で、そう思えば、えと、邑南町は一周遅れのさい、あのぅ、最先

端とよくいう、そういうことばもありますが、まわりが統廃合を進めてきた時に、しな

かった結果、その地域とのつながり、地方創生から見た時も今の現状っていうのは大変

にいい状況なんだと思っとります。そこで、まぁ、ただ、行政なり、こう地域の人はこ

れがいいと思っても、現実的に保護者の方、子どもたちがどう思ってるかっていう部分

もあるんだと思います。あのぅ、統廃合が、を進めるべきだとか、そういう思いを一切

持ってるわけじゃあありませんが、現状を少し見てみたいと思うんですが、あのぅ、小

学校、中学校は校区が存在して、あのぅ、校区外に通う時には教育委員会の許可が必要

だと思います。現状今の時点で小学生、中学生であのぅ、校区外に通ってる方がどの程

度いるか、そしてその主な理由は何なのかを教えてください。 

●日高学校教育課長（日高始） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 日高学校教育課長。 

●日高学校教育課長（日高始） 校区外から通学をしている児童生徒については、校区外

就学という呼び方をしております。この定義でございますが、邑南町に住所がある

児童生徒で、その住所地の校区ではない校区へ就学をするということでございます。

今年度は、この校区外から就学をしている小学校の児童の数は、２２人です。また、

中学校の生徒の数は、１４人となっております。校区外から就学する理由の主なも

のについては、小学生では、現在通っている保育所、保育園と同じ校区の小学校に

通いたいというようなこと。あるいは近いうちに、その校区の住所地に引っ越す予

定があるからということなどが理由となっております。中学生では、入部したい部活

動が住んでいる校区の中学校にはなく、校区外の中学校にあるためそちらに入学すると

いうことが主な理由でございます。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） えと、校区外就学っていうのが正しいことばのようです。えと、

実際、改めて聞いてみますと、小学生で２２人、中学生で１４人。えと、感覚的には比
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較的多いなあと思いました。で、理由は、まぁ、小学生の、場合は、えと、今の保育所

に通ってる同じ校区の小学校ということは、あのぅ、友達と別れたくないっていうこと

なんだと思います。で、中学校になると部活動ということだと思います。と、基本的に、

まぁ、校区外に通うっていうのは、以前からいろいろ言われてますが、えと、友達が、

あのぅ、保育所の時との友達がそのまま一緒がいい、えと、まぁ、あと部活動。で、町

長があのぅ、まぁ、切磋琢磨論と言われましたけど、本音としたら小規模校では学力が

不安であるという保護者の思いもあるんだと思います。ただ、それを言葉では言えない

ので、友達と別れたくない、部活動の関係っていうことばで変えているのかなと思いま

す。で、そこであのぅ、町長も話をされましたけど、あの切磋琢磨論で、要は競争がな

ければ学力がのびない、そういうまぁ、裏付けを見たことがないと言われたとおり、改

めてまぁ、教育委員会のほうにも聞くんですが、小規模校では学力が心配であるってい

う、根強いやっぱり保護者としたら不安感があるんだと思います。現実邑南町のなかで

も規模の違いもあります。まぁ、県内でみれば邑南町の学校というのはすべて小規模校

です。で、さまざまな学力テスト等もありますが、学校の規模と学力というのは相関関

係があるものかどうかを教えてください。 

●土居教育長（土居達也） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 土居教育長。 

●土居教育長（土居達也） あのぅ、結論を先に言いますと、相関関係はない、まぁ、示し

たものが科学的なデータが、もありません。ですので、相関関係というのは二つの、ま

ぁ、事象が別々、まぁ、因果関係ではなくて、えぇ、別々にこう存在して関係があると

いうふうに捉えられておりますので、そうした、あのぅ、小規模校の子ども達群と、成

績群、ありはそういうものを比べたデータもありませんし、実際まぁ、邑南町の中でい

ろんな学校の状況をみても大きいから、あのぅ、成績が良いとか、あぁ、まぁ、学力に

も捉え方がいろいろあるわけですけども、いわゆる全国の学力テストとか県の学力テス

トで見る学力をみても、小さい、大きいが明確になるようなデータはありません。 
●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） ちょっとあのぅ、まぁ、自分自身も大変荒い質問だとは思ってま

す。あのぅ、学力という定義もいろいろある中でそこに学校の規模が学力に影響するか

どうかっていうのは、そういう調査もないですし、言い切れないんだと思います。えと、

ただ、やはりこう、どこの年代までかはわかりませんが、保護者としても私たちの年代、

それ以下、えとまぁ、３０代の保護者にとって、で、特に邑南町外の出身の方にとって

は、学力とは競争であるという認識っていうのは保護者にとっても社会的にもまだまだ

根強いものがあるんだと思います。えと、皆さんも記憶があったり、話を聞いたことは

あると思いますが、例えば中学、高校でテストをした時に上位何十人、まぁ、５００人

いれば、上位１００番までは貼り出される。自分は何番だったと、大学入試の結果が貼

りだされるというふうに、そういうその競争によってテストの点が高まってきたという

経験が多々あったり、アニメなりドラマでもそういうのが出てきた世代です。で、今で

も、先般も山陰中央の新聞にかい、少し記事で記者の方が書いておられましたが、松江
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市が松江の県立高校のあのぅ、普通高校の校区をなくすという時に、やはり競争は学力

の元であるっていう形でそういう校区をなくして競争すべきだっていうことがありまし

た。で、そういう観点から言うと、人数が多い、少ないっていうのが、えと、やはりそ

のぅ、少なければ競争がないから学力が伸びない、要はあのぅ、単純に知識を問うよう

な記憶力を問うようなテストの点が伸びにくいっていう認識は今でも強いんだと思いま

す。あのぅ、小学校で学ぶべき学力はなんであって、地域との関わりをもつことがいか

に大事であるかっていう観点が抜けてしまえば、やはりその統廃合を進めて規模でって

いう話になってくるんだと思います。えと、今は時代はそうではない、学力、ただ知識

を問うだけが知識の蓄積だけが学力でないっていう時代になったことがまだまだ理解を

されていなくて、どうしても自分たちが生きてきた経験からみると、その大きな学校を

経験した人にとっては、邑南町の学校っていうのはどうしても不安感というのはまだま

だあるんだと思います。で、時代は大きく変わってますという話の中で、まぁ、高校に

しても魅力化事業で単なる知識の集積だけではない取り組みっていうのが進んでます。

で、島根県はそれを小中高、小学校、中学校にも広げていこうとされています。で、邑

南町もこれに取り組みまして、来年度予算にもあのぅ、予算の中に教育魅力化推進事業

ということばが出てます。あのぅ、えと、今まであった事業の横に予算としてゼロにな

って教育魅力化推進事業に組み替えなり統廃合、統合って書いてありました。あのぅ、

これはあのぅ、教育魅力化推進事業っていうのは単なる今までの既存の事業の、えと、

組み替えであるのか、新しい取り組みがあるのかをまずお聞きします。 

●日高学校教育課長（日高始） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 日高学校教育課長。 

●日高学校教育課長（日高始） えぇ、教育魅力化の目的である主体的に課題を見つけ、

さまざまな他者と協働しながら、答えのない課題に粘り強く向かっていく力を身に

つける、身につけさせる。ということから、大屋議員さん先ほども言われました、

小中高のタテの関係、それから学校と地域というヨコの関係、これを編んだ取り組

みを系統的に推進していくことが、邑南町の特色を生かした次代の人材育成の取り

組みにつながるということから、既存事業の中でこの目的に沿っている事業は教育

魅力化に組み込んで引き続き実施をしております。また、平成２８年度に制定しま

した、邑南づくり教育計画の基本構想の理念では、これから邑南町の子どもたちに

必要な力を世界へも羽ばたける力として、高い志、コミュニケーション力も含めた

質の高い学びの力、解決に向かい続ける意欲などの人間力を育てることを目指して

おります。そのために保育所、小学校、中学校、そして高校とも目指す人材像の共

有化を図って、系統的・一貫的な指導を可能にするための取り組みが必要としてお

ります。今年度実施しました具体的な新しい事業としては、中学、高校の校種の壁

を超えた連携の合同学習の取り組みとして、邑南町内の中学３年生と高校１年生と

が一緒に将来を考える初めての取り組みである、中高合同学習会を８月に元気館で

開催をいたしました。この学習会には、町内３つの中学校の３年生と矢上高校の１

年生の生徒約１３０人が参加をし、法政大学児美川教授が、夢とのつきあい方と題

してグループに分かれた中高生とやり取りをしながら、広い視点で夢を考えていく
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ことについて学習をし、中高生は将来の職業について考えたり、お互い同士の交流

を深めることができました。また、中高教員合同研修のキャリア教育研修を実施し

たり、地域との連携を図るために教育魅力化に向けての検討のためのコアチームを

結成し、教育魅力化会議を昨年７月から定期的に実施をしております。また、１１

月６日、７日には海士町の視察、３月９日には福島県のふたば未来学園とＮＰＯ法

人カタリバより講師として来町いただき、意見交換会を実施をしております。また、

平成３０年度においては、引き続き２９年度に実施した事業を進めてまいりますが、

新たな取り組みとしては、英語学習の小学校の教科化へ向けて、英語指導力の向上

のために、教員の研修を行ったり、町内の小学生を対象に、中学校区ごとに集まっ

て、合同で英語学習を行うこと、また、学校で実施されているキャリア学習をたち、

地域で応援する仕組みの具現化を計画をしております。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） えと、少しあのぅ、魅力化推進事業について時間をかけてもう少

し質問したいと思うんですが、えと、高校で言えば、魅力化推進のコーディネーターの

方が２名おられて、あと職員の方も担当職員がおられて、えと、まぁ、学校全体で、た

だ、やはりなかなか他の直接かかわらない先生にはその魅力化推進事業になれ、なぜ取

り組むのかっていうのはなかなか理解なり、意識の浸透っていうのは難しいんですが、

えと、小中学校の場合は、まぁ、教育委員会のほうが主体的に取り組んでいかれるんだ

と思います。えと、学校現場の先生の方々っていうのは、そのぅ、邑南町のその教育の

あり方、まぁ、統廃合したくてやっていく、なぜそれ、なぜかも含めて、あと魅力化の

事業にどういうふうに取り組んでいく、いってるかという当事者意識っていうのはきち

んと根づいていくものなのか、そのあたりをどうされるかをまず教えてください。 
●土居教育長（土居達也） 番外 

●議長（山中康樹） 土居教育長。 

●土居教育長（土居達也） まぁ、あのぅ、教育委員会では、校長会で邑南町の教育の方針

をお話をしたり、あるいは協議をしたりしておりますけども、それがあのぅ、いわゆる

現場の先生方にどの程度理解をしていただいてるかっていうところの調査ということは

しておりませんけども、いろんな意味で、えぇ、邑南町が取り組んでいることについて

理解は少しずつ深まっているというふうに思っております。あのぅ、先ほどのいわゆる

学力の質問のところで答えるべきだったかとは思いますけども、まぁ、あのぅ、日貫小

学校では、あのぅ、いわゆる小さな学校のデメリットを最小にして、メリットを最大限

にという、そのモデルを受けて、３年間の研究に取り組んでいるわけですけども、やっ

ぱり小さいからできる、あるいは小さいからできないという部分をやはり学校ごとにい

ろんな形で検討しながら、えぇ、どこの学校もそれぞれにある子ども達の課題であると

か、学校の課題であるとか、そういったものを受けて教育課程を編成し、１年ごとに評

価をしながら変えていくというような、そういうサイクルで学校現場は動いております。

えぇ、いろんな意味で地域の方が学校に来られたりしながら、えぇ、地域の応援がある

ということは、えぇ、先生方は十分にあのぅ、知っていただいておる、それに応えよう
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としてもらってる、えぇ、はずだというふうに私は、あのぅ、思っております。ただ、

あのぅ、町全体として、あるいは小学校、中学校、高校を一体しながら、１２年間どう

いうふうに育てていくかっという部分については、まだまだやらなきゃならない課題は

いっぱいあるというふうに考えております。 
●大屋議員（大屋光宏） 議長。 

●議長（山中康樹） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、えと、まぁ、高校の、を例えにだしてばっかりなんですが、

やはりまぁ、私たちも一番最初に関わったのが高校の魅力化事業でした。で、これもな

かなか、あのぅ、良いことはやってるけど、いかに保護者なり先生方、地域の方々に理

解してもらうかっていうのはかなりの時間がかかってきました。で、ただまぁ、そのち

ょっと、高校のまずイメージが強いので、小中学校の魅力化って言ったときに、なかな

かこうイメージしにくい部分があります。で、一つはまぁ、教育委員会としてされるっ

ていうことで、町全体が取り組む魅力化、で、それはまぁ、校長会等で説明をされてき

ちっと理解をしていただいているもの、まぁ、理解していただけると思ってますという

教育長の答えだったと思います。で、ただ小学校が各公民館単位なりそれぞれ地域にあ

るという意味といえば、えと、それぞれの地域の独自性っていうのもあるんだと思いま

す。あのぅ、何度かコミュニティスクールっていう話を、もしたとは思いますが、その

ぅ、この邑南町で行う小中学校の教育魅力化推進事業っていうのは、例えばそれぞれの

小学校で、地域の独自性なりを加味して、えと、何らかの独自的な活動、町の方針とか

をふまえて、学校独自の活動っていうのが、することができるものかどうかを教えてく

ださい。 

●土居教育長（土居達也） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 土居教育長。 

●土居教育長（土居達也） あのぅ、基本的に学校の魅力というのをどういうふうに考える

のかというところに、まぁ、あのぅ、行きつくと思うんですけども、基本的には子供た

ちそれぞれが、一人ひとりが、えぇ、楽しくて輝いて毎日毎日をこう暮らしていけるよ

うな、学習に没頭したりあるいは友達と遊んだりというような学校というのは、それぞ

れの学校で考えられていると思うんですよね。その何か特別なことをするから魅力があ

るということではなくて、先ずは子ども達が安心して学べる環境をどうやってつくって

いくかという、その上に学びがあったり生活があるというふうに考えております。ただ、

あのぅ、おっしゃる問いについては、地域と一緒になって、えぇ、やるということによ

って、それが、その学校だなあというようなものはそれぞれの学校で、今までもやって

いただいておるというふうに思っております。で、今あのぅ、次期学習指導要領が改訂

されて前文の中には、えぇ、いわゆるこれからの子ども達は持続可能な社会のつくり手

ということがうたわれております。で、特にそういったことをしていくためには、えぇ、

地域社会と連携したり、あるいは協働した学びをつくっていくということが、強く求め

られておると思います。で、特に社会に開かれた教育課程を編成して、それを実施しな

さいというその社会に開かれた、えぇ、いわゆる教育課程の中には、地域と連携をする

という部分、まぁ、なん、いくつかあると思いますけども、例えばこれまでも行われて
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いるような、あのぅ、地域のいろんなあのぅ、専門的な知識を持っておられたり、技能

を持っておられる人が学校に来て子どもたちに、えぇ、指導されるとか、あるいは地域

そのものを教材にした学習、例えばえぇ、銀山であるとか、あるいは砂鉄であるとか、

まぁ、そういったものを教材にして学ぶというようなことも考えられますし、あるいは

地域の祭りを子どもたちが参画してやる、あるいは今これから進めていかなきゃならな

い地域の人と一緒に学んで、一緒に活動していくようなそういう新たなそういう学びと

いうことも作り出していく必要があると思います。まぁ、そういう意味で、えぇ、地域

とかかわることによって魅力ある学校、地域の人にも参画をしていただいて、魅力があ

る学校を一緒につくるというようなそういうことがいっそうこれから、あのぅ、求めら

れていますし、それがそれぞれの小学校で言えば８校、中学校で言えば３校ある魅力を

増す一つの方向性じゃあないかなあというふうに思っております。 
●大屋議員（大屋光宏） 議長。 

●議長（山中康樹） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） えと、まぁ、島根県が高校の魅力化事業を小中にも広げるってこ

とで、あのぅ、町のほうも邑南教育の、あ、すみません、邑南づくり教育計画を立てら

れて、えと、予算のほうも教育魅力化推進事業ということだったので、あのぅ、今ある

上に新たに何かをして行くのかなあということを思いました。ただ、今教育長言われた

とおり、ふり返って見れば邑南町自体そのぅ、えと、小中学校の統廃合をしない、邑南

町の教育はどうしていくのかっていうことで、あのぅ、邑南町の教育のあり方っていう

のを定められて、その中で、そのぅ、小さな学校でも、えと教育なり人間関係なりにこ

う、他の学校、まぁ、小さいからできないことがないようにっていうことで、あのぅ、

地域学校なり地域の関わりを強く持って来られたんだと思います。で、そういう意味で

は、もう既に魅力化に取り組んでいて、もう魅力ある学校になってきた、きてるんだと

思います。これをさらに進めるということだと思います。で、あのぅ、教育方針の中に

もありましたけど、最終的にはあのぅ、まぁ、先ほどはあのぅ、学校の現場の先生たち

にいかに理解していただくんですかっていう話をしました。で、もっと深めれば、あの

ぅ、今の町長の考え方、邑南町の小中学校のあり方、教育がどういうふうになってるの

か、えと、指導要領がなぜ変わり、邑南町なり、あのぅ、まぁ、邑南町はどのような人

材を育成しようとしているかっていうことを、またあと、地域学校を進めるにあたって

もそうですが、あのぅ、保護者の理解っていうことばがあると思います。やはり最終的

には地域の人にいかに知ってもらうか、保護者の方に理解をしてもらうかが一番大事な

んだと思います。えと、高校の魅力化の会議の時にも、えと魅力化事業が理解してます

か、知ってますかっていうアンケート等があった時に、やはり保護者なり当事者はある

程度理解してますが、そっから距離が離れてくればくるほど名前は聞いたことある程度、

若しくは理解まぁ、理解していない、わからないっていうふうになってくるんだと思い

ます。あのぅ、その時はたぶん役場の職員さんも、の項目もあって、役場の職員さんの

理解、評価っていうのもすごく低かったです。あのぅ、役場の職員さんなのに知らない

のかっていう意味じゃなくて、やはり、えと、当事者でなければ分かりにくいし、えと、

まぁ、知ってれば知ってるほどまた評価っていうのはべつものがあるのかも知れません。
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で、いかにまぁ、あらゆる良いことをやってればいかに伝えるかっていう努力も必要と

なってくるわけですが、その今の邑南町の教育のあり方なり、その現状っていうのは、

どのように保護者に伝えていくべきなのか、今後どのようにこう伝えていこう、まぁ、

あのぅ、教育方針の中にも保護者の理解を広げながらってあります。そういう意味では、

あのぅ、今からを、今の保護者、今からの保護者にどのように伝えていく考えがあるの

かを教えてください。 

●土居教育長（土居達也） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 土居教育長。 

●土居教育長（土居達也） ええと、保護者への理解、まぁ、理解ということだけではなく

て、えぇ、学校が進めようとしていることを共用して一緒にまぁ、あのぅ、子ども達を

育てていくというそういう理解をしていただくことが必要だと思うわけですけども、え

ぇ、学校はあのぅ、ＰＴＡの総会で、それぞれの校長が自分のことばで、えぇ、これか

ら 1 年間どういう子ども達を育てていくのかという説明をすることになっております。

まぁ、そういう部分で、えぇ、理解を求める、あるいは一緒になってやって行きましょ

うという課題を意識をしてもらうという事はすごく、あのぅ、大事だと思っております。

これはどこの学校でも、えぇ、ＰＴＡの総会の時に開催を、あのぅ、実施をしています。

ただ、あのぅ、問題はですね、保護者の皆さんが授業参観はするけども、総会に残らな

いという実態もだんだんあるようで、そこをどういうふうにしていくかっていうことは、

えぇ、校長、学校も工夫をあのぅ、していくべきだろうなというふうには、えぇ、思っ

ておりますけども、まぁ、そういう場は、あのぅ、どっこの学校も実施をしておるとい

うふうに考えております。 

●大屋議員（大屋光宏） 議長。 

●議長（山中康樹） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、あのぅ、今は情報化の時代で、ある意味、えと、町民なり

国民なり皆さんが評論家で何でも知ってて、わかってるつもりですが、実は知らないこ

とのほうが多くて正しく理解してるかっていうのは全く別なんだと思います。あのぅ、

自分たちの経験から見た時に邑南町のような小さな学校では不安があると思われる方も

いるかもしれませんが、ただ、じゃあ今邑南町がどういう現状で、どういう教育をして

いるかっていうのは正しく知らないのが現実だと思います。あのぅ、よくわかってる人

は、ほどＰＴＡ総会にも出て来ていただいて、ほんとうに知っていただきたい人にはな

かなか伝える場面がないというのがほんとの現場の苦労なんだと思います。あのぅ、あ

らゆる手段を使って広く伝える、もしくはあのぅ、まぁ、ＰＴＡ総会なり、こう役員に

なった方に対して、役の責任として知っていただいてそれを広げていく、さまざまな努

力をしていっていただきたいと思います。あのぅ、何度か小学校、中学校の教育の話の

中で地域との関わりがっていうことばがありました。で、私自身も統廃合はすべきでは

ないという思いを持ってます。あのぅ、それぞれの地域で育った小学生が中学校にあが

り、あのぅ、育った環境、生きてきた環境が違う人たちが集まってくる、そしてそのぅ、

また最後は高校につながるってことで、そのぅ、やはりこうせまい地域の中でも人の多

様性があるってことが最終的には高校の存続にもつたわ、あのぅ、つながっていくんだ
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と思います。あのぅ、せまい地域の中で、同じような、まぁ、邑南町っていってもひと

つのせまい地域じゃないかって思われるかも知れませんが、やはりそれぞれの公民館単

位なり、小学校区で地域と深くつながることによりまして、その多様性っていうのは生

まれるんだと思います。そういう意味であのぅ、深く地域と関わりながら、それをまた

理解をしてもらえる保護者なり地域の人を増やしながら、教育を進めていっていただき

たいと思います。で、最後もう１点ほど質問が残っております。えと、教育方針の中で、

えと、基礎的読解力の話を教育長がされました。非常に、えと、ひかかったっていうか、

あのぅ、えと、思いが一緒でこういう事を述べられたのか、なぜここでこれが出てきた

のかっていうのは、非常に関心がありましたので、質問にしております。で、その前に

あのぅ、改めて教育方針の該当部分を読み上げさしてください。えと、次に基礎的読解

力の実態把握について述べます。外国語やプログラミング教育など新たな取り組みつい

て述べてきましたが、大掛かりな調査を基にして教科書の文章が正確に読み取れない子

ども達の実態が明らかにされました。主語と述語の関係、指示代名詞、二つの違った文

章を読み比べ意味が同じかどうかを判断する力など、基礎的読解力が３から４割の小学

生や中高生についていないという実態です。教科書の文章が正確に読み取れないことに

よるさまざまな影響が考えられます。町内においても同様の実態が想定されることから、

基礎的読解力をはかるテストの受験など実態把握に努め、対策を検討していきますとあ

ります。えと、まぁ、私からすると邑南町っていうのは、あのぅ、調べ学習をするなり、

えと、図書館に司書を配置してる実態があります。そういうことからいくと、全国に比

べれば読解力は高いんじゃないかっていう思いの中で、あのぅ、まぁ、懸念されるって

ことで実態把握をしていきたいということを述べられました。その理由について教えて

ください。 

●土居教育長（土居達也） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 土居教育長。 

●土居教育長（土居達也） あのぅ、教育方針では、あのぅ、その出先であるとかいうこと

については述べておりませんけども、このデータは国立情報学研究所社会教育地研究セ

ンター長である、えぇ、新井
あ ら い

紀子
の り こ

氏が全国２万５，０００人の調査を基にしてそうした

実態があるということを表されたものです。で、いわゆる教科書が読めないという部分

の表現が充分ではないと思いますけども、いわゆる音声に出して、えぇ、読めるという

ような状況もあります。で、これらだけではなくて、書かれていることの意味がきちん

と推論できたり、あるいは言ったものがきちんと捉えられて絵にかけられるとか、そう

いう意味を理解するというとこまでの読解力というふうに捉えております。で、これら

を調査をした結果、そうしたあのぅ、今教育方針述べたような状況が、まぁ、あのぅ、

明らかにされたということで、えぇ、おっしゃるように邑南町でもいろんな取り組みを

してきておりますので、えぇ、期待はしていますけども、データ上そうしたものが出た

以上は、やはり確率としてはそういう実態もあるかも知れないというそういう想定をし

ておるということです。で、えぇ、ただ、あのぅ、そうしたことが実態であればですね、

きちんとした対応をしていかないといくらいろんなことを積み重ねていっても、きちん
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と意味が取れないようであればそれは学力も伸びていかないということですので、えぇ、

そうした取り組みが必要だということです。 
●大屋議員（大屋光宏） 議長。 

●議長（山中康樹） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、まぁ、全国調査でそういう結果が出たということで、まぁ、

町内の実態も、あのぅ、懸念があるわけじゃないかも知れませんけど、先ずは把握しな

きゃいけないっていうとこで、あえて述べられたということでした。実はあのぅ、私が

ひかかったというのは、あのぅ、図書館司書は配置されて、図書館の貸し出しは伸びて

きてる。ただ、それがほんとにその学力なり、読解力につながってるかなという疑問を

持ってました。えと、町立の図書館のその新刊の導入とかっていうのはインターネット

でみれますけど、そういうのを見た時とかその貸し出しの状況を見た時に、そのわかり

やすい、今はやっている本はたくさん読まれてるけど、ほんとうに力になる本をどれだ

け読まれてるんだろうか。で、併せて例えば高校も大学入試等の小論文の対策は、えと、

まぁ、昔も今も変わらないようですけど、例えば新聞記事を読んで書く、で、その新聞

記事も天声人語のような、あのぅ、コラムっていうんですかね、そういうのが今でも取

り上げられてます。ただ、議会も皆さんもそうだったと思うんですが、普段文章を書く

ときに誤解がないように、わかりやすいようにっていうことで、以前に比べたらかなり、

えと、平易な文章っていうんですか、むずかしい漢字も使わない、簡単な文章でわかり

やすく、あのぅ、ぼくが一般質問をしてる、えと、議会報を書くときは自分で書きます

けども、この文章を見ていただくとよく分かると思いますけど、味もそっけもないです。

あのぅ、裏も表もないじゃあないですが、そういう文章を書きなさいっていう指導をさ

れてますし、今売れてる本もそういう本です。で、そういう本をたくさん読めばほんと

に読解力がつくんだろうか、もうちょっと踏み込んだ何かをしなきゃいけないんじゃな

いかという疑問をもってるとこに、こういうのが出されたので、あぁ、もしかして同じ

思いかなっていうとこがあって、あえて聞いたとこもあります。あのぅ、まぁ、現場で

おられるその教育委員会の方々、実際にまあ、もしこう、えと、読解力があまり高くな

いというのが出た時に、まぁ、対策等含めてそのぅ、まぁ、懸念されるような様子、ま

ぁ、調査の前ですけど、実際に様子があるのかその今までのその調べ学習だとか、えと、

図書館司書の配置っていうのはどういうとこに効果があるのか、何かちょっと思いがあ

ったらコメントいただければと思います。 

●土居教育長（土居達也） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 土居教育長。 

●土居教育長（土居達也） あのぅ、図書館司書を配置をしていただいたり、それから調べ

学習、で、調べる学習作品展もここ何年続けてきております。で、それらが読解力の育

成に全然寄与してないかというとそういったデータもないので、はっきりしたことは言

えないと思います。ただ、あの調べ学習においてはいろんなデータを読み取って自分の

考えをつくって表現するという部分では、かなりそういった部分の育成に関与したもの

になっているんじゃあないかなあというふうには、あのぅ、想定をしております。それ

からあのぅ、子どもの読書量ですけども、以前よりはほんとに貸し出し数が伸びていま
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す。ただあのぅ、例えば小学校２年生でいうと１年生で、２年生で１００冊ぐらいこの

１月、２９年度の、で１月までにそれぐらいの、あのぅ、読んでいます。で、そういう

部分がじゃあ読解力にどうかっといった時には、やはり初めの段階では本を読むという

部分にこう興味がないよりは、どんどんどんどん読んでいけるということはすごく大事

なことだというふうに思っております。えぇ、しかしながら、じゃあ、あのぅ、いわゆ

る読書というのは読解力を育てるためだけじゃなくて、いろんな心情を育てていくとい

う部分もありますので、えぇ、それがいけないということでは決しないというふうに私

は思っております。ただ、あのぅ、おっしゃるように、いわゆる説明的な文章であると

か、論説的な文章をきちんと読み取れないといけないなあということは、あのぅ、早く

からあのぅ、感じておりましたので、邑南町では、あのぅ、説明的な文章の力をつける

ための先生方の研修会をずっとここ続けてきております。で、それはあのぅ、おっしゃ

るように、１冊の本をきちんと正しく読み取れて、尚且つ説明の仕方であるとか、論の

進め方がほんとうに、あのぅ、読み手に正しく表現されているかというような吟味する

ような読み方もこれからはほんとに求められていますので、えぇ、そういった力は、あ

のぅ、これからもつけていかなきゃいけないというふうに思っております。それと、あ

のぅ、まぁ、これは懸念で実際にどうなるかわかりませんけども、もしほんとにこうき

ちんと読み取れてないような場合においては、やはりあのぅ、先生方がそういった子ど

も達もいるということを認識して授業を進めていくということは、すごく必要になると

思います。それはあのぅ、国語だけではなくて算数の問題、まぁ、いわゆる文章題とか

いうふうに言われておりますけども、そういった文章を読んで、えぇ、計算式に置き換

えていくような時にはやはり、きちんとした文が読み取れないと計算がいくらできても

答えにはつう、あのぅ、むすんでいかないわけですから、いろんな教科の中で、を正し

く読み取れていないんじゃあないかなという気持ちをもって、えぇ、授業をしていくと

いうことはすごく大事だろうなあというふうに思っておりますし、あのぅ、そういった

あのぅ、すでに実態調査をした、している埼玉県の戸田市においては先生方がそういう、

あのぅ、研究会を持ってどういうふうに指導していくかというような前例もありますの

で、まぁ、そういったところからも学んでいく必要があるんじゃあないかなというふう

に思っております。 

●議長（山中康樹） 大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） はい。 

●議長（山中康樹） 残り時間が５分を切りましたので。 

●大屋議員（大屋光宏） はい。えぇと、議長。 

●議長（山中康樹） はい、大屋議員。 

●大屋議員（大屋光宏） はい、あのぅ、まぁ、邑南町がいかに教育に努力をされてるかっ

ていう話を改めて聞いて、あのぅ、すばらしいことだと思いました。あのぅ、私の最後

の指摘っていうのはあのぅ、以前に比べてネット社会の発展もあると思うんですが、あ

のぅ、まぁ、いい素材、あのぅ、時代背景も含めて知らなければ読み取れないようない

い本であるとか、あのぅ、一番最初に感じたのは、あのぅ、錦織監督の、あの映画を見

た時に、錦織監督の話を聞いた時にそうですが、あのぅ、映画もそうです、あのぅ、売
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れる映画とほんとにいいものは違う、今の時代ですから、あのぅ、ネットで口コミ等も

多々あります。本の選評とかたくさん出てます。そういうのを見ますとやっぱり難解で

難しいもの、時代背景等も含めてわかってなければわからない昔でいうと、たぶん、味

があるものっていうのは非常に評価が悪いです。売れないです。それをふまえるとやは

りこう今社会にある本とか映画とかそういう文章というのは必ずしも、その学力を伸ば

すなり、社会を知るための素材としてふさわしいかっていうのはなかなか難しいのかな

あと思います。あのぅ、せっかく図書館司書がおられるので本の入り口として本を読む

習慣からできればいい素材を紹介してあげて、いい本を読んでもらいたいなと思ってま

す。えと、最後になりましたけど、あのぅ、一言述べて終わりたいと思います。あのぅ、

改めて邑南町のそのぅ、町長を始めとするその教育に取り組む姿勢というのは非常にす

ばらしいものがあるんだと思いました。あのぅ、他と比べて何ら遜色もないですし、地

域の独自性もすごく出てます。あのぅ、地域の方々、保護者の方々がもっともっと知っ

ていただいて、この良さに共感していただいて、あのぅ、地元の学校、邑南町の学校で、

に子どもを通わせ、育ててもらいたいともっともっと思っていただきたいなと思いまし

た。あのぅ、これからも教育に対してあのぅ、姿勢は大変評価しますんで、応援してい

きますので、今後もまぁ、共に頑張っていければと思います。えと、ありがとうござい

ました。 

●議長（山中康樹） 以上で大屋議員の一般質問は終了いたしました。ここで休憩に入らせ

ていただきます。再開は午後２時３０分とさせていただきます。 

―― 午後 ２時１２分 休憩 ―― 

―― 午後 ２時３０分 再開 ―― 

●議長（山中康樹） 再開をいたします。続きまして通告順位第８号、石橋議員登壇をお願

いします。 

（議員登壇） 
●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） １３番、石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） はい、失礼いたします。えぇ、久方ぶりの登壇でたいへん動揺し

ております。えぇ、今冬は１月、２月と大変な大雪に見舞われました。えぇ、報告でも

ございましたが、至る所で山の木が折れ、ビニールハウスの倒壊も７２棟というような

大きな被害が出たところでございます。えぇ、こうした被害にあわれました皆さま方に

は心からお見舞いを申し上げる次第でございます。今回２点の、２点について質問をさ

せていただいております。えぇ、最初に新学習要領に基づく邑南町の学校教育について

を質問をいたします。えぇ、先ほど大屋議員の質問の中でも教育長のあたら、えぇ、学

習指導要領に対する基本的な考え方を若干述べていただきました。えぇ、この新しい学

習指導要領にまぁ、あった形でこう、ほんとうにあのぅ、このぅ、邑南、まな、えぇ、

邑南の教育づくり計画ですか、えぇ、これが示されて２９年から平成３３年度までの計

画が示されております。まぁ、こうした中で世界へも羽ばたける力として学び合う授業

づくり、これを柱としてさまざまな取り組みが計画をされておるところであります。え

ぇ、私どもも文部科学省のほうに研修に行きました折に、この資料を役人さんの、職員
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さんのほうから提示されまして、正に今回の学習指導要領の改訂は、この、このもので

あるというようなお墨付きをいただいたところであります。えぇ、私も非常にこう、た

いへん嬉しい思いがしたところでございます。で、早速でございますが、この指導要領

の改定案見てみますと、新しい時代に必要となる資質、能力の育成を主眼として、まぁ、

何ができるようになるか、何を学ぶか、えぇ、学ぶかでは、教科、科目の新設や目標、

内容の見直しについてふれ、えぇ、特にグローバル社会において不可欠な英語能力の強

化が示されております。どのように学ぶかについては課題の発見、解決に向けた主体的、

対話的で深い学び、いわゆるアクティブラーニングというんだそうでございますが、え

ぇ、この改定案では主体的な、主体的、対話的で深い学びと表すと示されております。

えぇ、また豊かな心や創造性の涵養を目指す手段として道徳化が位置づけられておりま

す。更に従来の学校教育の特色を生かした教育の質、向上を図る目的を明確にしたカリ

キュラムマネジメントということばも踊っております。えぇ、現行の授業内容時間はそ

のままで、こうした新しい科目、特に英語教育、道徳などの科目が、あるいはまたプロ

グラミング学習というようなことも盛り込まれておりますが。えぇ、現行の授業内容時

間はそのままにということで、果たして今の状況でこれが可能なのか、どうか、この時

間割配分について教育委員会の見解をお聞きしたいと思います。 

●日高学校教育課長（日高始） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 日高学校教育課長。 

●日高学校教育課長（日高始） えぇ、新学習指導要領に基づく英語教育、プログラミング

教育、道徳教育についてのご質問でございますが、まず、英語教育についてでござい

ますが、今の学習指導要領によりますと小学校の３年生、４年生は英語の学習時間

はありません。しかしながら平成３２年度から始まる新学習指導要領によりますと、

小学校３年生、４年生は年間３５時間の学習時間が必要となります。それまでの移

行期間として、平成３０年度、３１年度の２年間においては年１５時間の時間を確

保することとなっておりますが、邑南町としましては、３０年度から前倒しをして、

新学習指導要領と同じ年３５時間の時間数で英語の授業を行う予定にいたしており

ます。えぇ、それから、５年生、６年生、これは現行では年３５時間となっており

ますが、新しい学習指導要領によりますと、年間７０時間になっております。なり

ます。それまでの移行期間については５０時間となっておりますが、邑南町の場合、

これも３、４年生と同様に、３０年度から前倒しをしまして、新学習指導要領と同

じ７０時間の時間数で授業を行う予定にしております。次に、道徳についてでござ

いますが、教科化をされます、道徳は教科化されますが、時間数については現行と

変わりませんので、引き続き同じ時間数で行われます。えぇ、それからプログラミ

ング教育でございますが、まず、プログラミング教育はですね、コンピュータに意

図した処理を行うように指示することができる体験をさせながらプログラミング的

思考、えぇ、これは自分が意図する活動を実施するために、どのような動きを組み

合わせたら実現するのかといったことを論理的に考える力ということになっており

ますが、これを育成する教育とされております。このプログラミング教育について

は新しい教科ができるというわけではありませんで、既存の教科の中でプログラミ
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ング的な思考を育成する学習を実施するとされております。具体的には何年生のど

の教科でどのような内容を何時間学習するかについては、各学校で判断することと

されております。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） えぇ、道徳等については、あるいはプログラミング学習について

はこれあのぅ、授業時間数が増えるということではなくて、語学、外国語、英語のみと

いうことだと思うんですが、これあのぅ、文科省が示しておりますのは、じゅうない、

１０分から１５分の短時間授業あるいは夏季休業、休業期、あるいは冬季の長期休暇の

間を利用してやるとか、さまざまな案が６０分授業として他の教科ともからめて、えぇ、

やりなさいとか、そうした案が、まぁ、示されておりますが、邑南町としてはどのよう

な体系で組んでいかれるのか、また小学校８校がございますが、えぇ、それらは統一し

て同じような形で取り組んでいかれるのか、それとも校長先生、現場の校長先生にお任

せになるのか、そこら辺をお聞きしたいと思います。 
●土居教育長（土居達也） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 土居教育長。 

●土居教育長（土居達也） えぇ、このぅ、あのぅ、まぁ、３０年度を迎えるまでの２９年

からの取り組みについては、えぇ、校長会等でもいろいろ議論をさしていただきました。

で、文科省は、えぇ、次の学習指導要領までのところは今の時間数でしかやれないので、

それぞれの学校の判断、教育委員会の判断に任せますよというような、まぁ、方向です

ので、えぇ、あのぅ、以前のこの議会での一般質問でも、えぇ、総合的な学習の時間に

ついては削らずにやるというふうに答弁をしております。で、それはあのぅ、邑南町に

とってふるさと学習は非常に大事な学習だというふうに認識しておりますので、そうし

ますとプラス１時間を生み出すしかないという判断をしました。で、学校でも、今、週

にですね、それぞれの学年違いますけども、月曜日の６校時目は職員会のために空けて

あります。でそこをなんとか活用しようというような、あのぅ、原則的にはそういう形

でやっております。ただ、えぇ、月曜日がいわゆる休日、えぇ、祝日等の振り替えでな

かなかあのぅ、全部というわけにはなりませんので、どういうふうにするかについては

各校で判断をしようと、まぁ、できるだけ同じようにしてやろうと、ただ、モジュール

的に１５分という部分は、非常にそういったことになれてきちんとした教育課程が組め

ないと効果が現れないというような懸念もありますので、そこはあのぅ、それぞれの学

校で子ども達の実態に応じて判断をしましょうというふうな、あのぅ、申し合わせをし

て、えぇ、プラス１という時間割を設定をしてやろうというところは揃えております。 
●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） えぇ、まぁ、あのぅ、今移行期間ということでございますが、え

ぇ、授業については、あのぅ、３１年度、３２年度からですか、えぇ、それに、それと

同じような時間数、コマ数でやっていくということでございました。まぁ、この中で私

も思いますのはやはり授業時間を一つ設けていただくということが一番いいのではない



38 
 

か、えぇ、１０分か１５分の中でやるというより、あるいは長期休暇中に出てやるとい

うことになるとなかなかそのぅ、ほんとに身に着かないんじゃあないだろうか、集中的

にやるのもいいんですけれども、やはり授業時間を設けてやっていただく、そしてしっ

かりと身に着けていただくということが大事だと思いますので、まぁ、できるだけこう、

えぇ、各学校によってそりゃ違いはあると思いますが、統一された形で取り組んでいた

だければと思っております。えぇ、続いて、２点、あのぅ、英語学習の小学校教育の英

語教科化への教師の養成について、まぁ、どのように取り組む計画をお持ちかどうかお

伺いしたいと思います。 
●日高学校教育課長（日高始） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 日高学校教育課長。 

●日高学校教育課長（日高始） えぇ、小学校英語学習の小学校教科化への教師養成でござ

いますが、えぇ、現在のところは、島根県のほうが主催いたしますグローバル化に対

応した外国語教育研修、これに各町内の学校必ず１名が参加するということにして

おりまして、この研修が終了しましたら、校内で研修報告をしてもらうということ

になっております。それからさらに、それに加えまして、町が主催いたします英語

指導力向上セミナー、これは英語の、英語指導力向上セミナーで講師を務めてもら

っております、関西大学の田尻吾郎教授に、今度は小学校教諭向けの研修をですね、

依頼し実施をする予定にいたしております。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） えぇ、まぁ、さまざまな形で研修をやっていらっしゃる、いうこ

とでございました。えぇ、独立行政法人の職員支援機構というのがあるそうですが、新

たな学びに関する教員の資質能力向上のためのプロジェクトとかいったようなセミナー

も松江でも開かれたそうでありますが、まぁ、こうしてえぇ、きちっとしたあのぅ、研

修を受けられておるということで、まぁ、えぇ、この英語学習については対応していけ、

いただけるものと思います。えぇ、どうかよろしくお願いをいたします。そして、ええ

と、３点目でございますが、えぇ、教職員の長時間勤務が問題視されておるところがご

ざい、あのぅ、言われておりますけれども、えぇ、邑南町のほうではどのような対応を

していらっしゃるかについてお伺いをしたいと思います。 
●日高学校教育課長（日高始） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 日高学校教育課長。 

●日高学校教育課長（日高始） えぇ、教職員の長時間勤務のことについてでございますが、

現在、町内の各小中学校での勤務時間の把握ということにつきましては、島根県が

作成をしました勤務実態把握用ソフトを各学校へ配布をしておりまして、各自が自

席、自分の席のパソコンへ自分で出退時間、出退勤時間、出退勤時刻ですね、を入

力するという形で把握を行っております。そういった中で、本年２月９日付けの文

部科学省からの通知によりますと、勤務時間管理について、服務監督者である教育

委員会は、自己申告方式ではなく、ＩＣＴの活用やタイムカードなどにより勤務時

間を客観的に把握し、集計するシステムを構築するよう努めることとされておりま
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す。それを受けまして、教育委員会としては、平成３０年度からは、１台のパソコ

ンで、タイムカード的な勤務管理ができるよう試行を検討しております。小学校 1

校、中学校１校で自己申告によらない出退勤管理を試行し、客観的な勤務時間の把

握を行い、課題や改善点などを抽出し、反映させたうえで、３１年度からは全校に

導入を検討していくこととしております。またこのほど、中央教育審議会において、

新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校にお

ける働き方改革に関する総合的な方策について、というものが取りまとめられまし

た。これにより、学校におけるこれまでの働き方を見直し、限られた時間の中で、

教師の専門性を生かしつつ、授業やその準備に集中できる時間、教師自らの専門性

を高めるための研修の時間や児童生徒と向き合うための時間を十分確保し、教師が

日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性を高め、児童生徒に

対して効果的な教育活動を行うことができるよう必要な取り組みを行うこととされ

ております。えぇ、たとえば中学校の部活動におきましては、実技指導を行う部活

動指導員をはじめとした外部人材の積極的な参画を進めることや部活動により生徒

が学校以外のさまざまな活動について参加しづらいなどの課題や生徒のバランスの

取れた健全な成長の確保の観点からも、部活動の適切な活動時間や休養日について

明確に基準を設定することなどや、長期休業期間においては年次有給休暇を確保で

きるように一定期間の学校閉庁日の設定を行うことなどいろいろとあげられており

ます。えぇ、それを受けまして、具体的な邑南町の取り組みとしましては、町内の

中学校の部活動の、町内の中学校の部活動の外部コーチについても、これは以前か

ら、えぇ、お願いをしておりましたが、引き続き、指導をお願いすることや、学校

閉庁に関しては、えぇ、これは浜田教育事務所管内において、統一的に行われるこ

とになりましたが、公立の小中学校を今年の８月１１日山の日から１５日までの連

続５日間、閉庁とすることを決定をしております。えぇ、そういった形での取り組

みを進めてまいりたいと考えております。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） えぇ、先ほど教職員の勤務時間についての答弁をいただきました。

ええと、文部省、文科省が調査をいたし、平成２８年度に調査をしたものによりますと、

全国の小学校４００校、中学校４００校、計８００校の中で調査が行われておりますが、

ええと、一日の勤務時間が、校長先生で１０時間３７分、教頭先生が１２時間１２分、

教諭が１１時間１５分となっております。えぇ、土日についても校長先生は１時間２９

分、教頭先生１時間４９分、教諭１時間７分、で、中学校では校長先生が１０時間３７

分、教頭先生が１２時間６分、教諭が１１時間３２分となっております。で、えぇ、特

にあのぅ、土日は中学生の場合は部活動がありますので、校長先生はまぁ、少ないわけ

ですが、教諭、教師、教諭は３時間２２分という数字が表れております。まぁ、このよ

うにあのぅ、たいへんあのぅ、過酷な労働と言いますか、たいへん厳しい状況でござい

ます。えぇ、邑南町でも部活動で、まぁ、先ほど言っていただきましたけれども、外部

からその指導士を、指導される方をしょうせい、招へいするいうような案も示されてお
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ります。えぇ、ここであのぅ、学校、小学校につきましては、ええと、邑南町独自の生

活支援員、それから学習支援員というのを入れていただいておりますが、この導入をす

ることによって、先生方の負担が、えぇ、多少なりとも改善されておるのかどうか検証

はされたことがございますでしょうか。 

●日高学校教育課長（日高始） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 日高学校教育課長。 

●日高学校教育課長（日高始） えぇ、生活支援員、それから学習支援員の導入につきまし

て、えぇ、あのぅ、具体的には、そのぅ、教師の、いわゆる教員を、と時間外のための

配置ということではございませんで、えぇ、本来その生活支援であるとか、学習支援が

必要な児童生徒に対して、えぇ、お願いをしてそこにあたっておるものでございますの

で、えぇ、まぁ、あのぅ、そこに教師として、教員として、担任として例えばですね、

えぇ、かかる時間が少し減るという事はあると思いますが、えぇ、具体的にはその児童、

生徒に対しての対応ということで、生活支援員さん、それから学習支援員さんはお願い

をしているものでございます。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） あのぅ、いわゆる小規模校では、まぁ、いわゆる教頭先生が事務

を兼ねてやっていらっしゃるというようなこともございます。こうしたものも非常にそ

のぅ、教頭先生にはいろいろな負担がかかってきておるというような実情もあるように

ございます。で、そうした中で、えぇ、なんとか先生方の勤務時間というものをきちっ

とできるようにまたこれからも、あのぅ、検討をしていただきたいと思います。えぇ、

いろいろとまぁ、申し上げたいこともございますけれども、検討していただきたいと、

少しでもゆとりを持った教育ができますようにお願いをしたいと思います。続いていわ

ゆる聞く、話す、書くことが重要視される小学校の英語、英語教育の中で、まぁ、今、

邑南町ではＡＬＴの先生が１名でございます。えぇ、これで対応が可能、できるのかど

うか、そしてどのような対応を考えていらっしゃるのかお尋ねしたいと思います。 
●日高学校教育課長（日高始） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 日高学校教育課長。 

●日高学校教育課長（日高始） えぇ、２０２０年に予定されております大学入試改革で

も、先ほど石橋議員さんおっしゃっていただきましたように、これまでの読む、聞

くの２技能評価から、読む、聞く、書く、話すの四つの技能評価に変わりまして、

書く、話すということにも重点がおかれるということについては理解をしておりま

す。そういったことからも現在、ＡＬＴの各小中学校での時間割りについて見直し

作業を行っております。より効率的に関りが持てるようにしたいという事から見直

しを行っているところでございます。現状１名のＡＬＴの体制というのはすぐには

変えられないということがございますので、状況をみながら見直し作業をおこなっ

ていって対応していきたいというふうに考えております。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 
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●石橋議員（石橋純二） えぇ、まぁ、移行期間とは言いながらも今年度から、あのぅ、通

常小学校中学年と言いますか、３年生、４年生では週ひとコマ、年間３５時間ですか、

を予定していらっしゃるということで、まぁ、今年から実際には３、４年生の８校分が

増えるわけですよね。ですからほんとにより効率的に動けるような形でＡＬＴを活用し

ていきたい、いただきたいと思います。やはり、あのぅ、聞くということがまず一番最

初に、聞くことができないと話すこともできませんので、やはりＡＬＴの役割りという

のは非常に大きいと思いますから、その点についてよろしくお願いをいたします。それ

から続いて、あのぅ、タブレット端末の導入計画はありますかという質問をしておりま

す。これ、ある学校の校長先生が新聞に投稿していらっしゃいました。今の教育ではほ

んとに紙の教育で、まさにブルトーザーのごとく紙を配布してそれであのぅ、教えてい

る。そうするとそれから先生方はやはり大規模な学校に行きますと、まぁ、３０人クラ

スというのがありますから、だいたいその教える基準として真ん中ぐらいの成績の生徒

さんを中心に教えていくんだと、そうするとなかなか上位の者、あぁ、それか成績が低

い方とのなかなか一緒に教えることが難しいと、こうした時にタブレット端末の導入が

非常に有効であるということを書いていらっしゃいました。で、このぅ、タブレット端

末というものがこれからの教育の中で非常に必要になってくると思うんですが、えぇ、

この導入計画というものはお持ちでしょうか。このことについて質問をいたします。 
●日高学校教育課長（日高始） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 日高学校教育課長。 

●日高学校教育課長（日高始） えぇ、タブレット端末の導入計画についてでございます

が、３０年度におきましては、計画はございません。まぁ、この経緯につきまして

は、あのぅ、タブレットを含めてＩＣＴ教育、えぇ、これは情報通信技術の教育学

習という事になるんですが、えぇ、これはまぁ、タブレットだけではございません

で、まぁ、パソコンから始まりまして、えぇ、例えば電子黒板、書画カメラ、プロ

ジェクター、スクリーンを使っての投影というようなところすべてまぁ、ＩＣＴ関

連のことでございますが、あのぅ、町内の現場の声も聞きまして、えぇ、最優先で

どういったものから揃えていけばいいかということで言いますと、タブレット以外

の、例えば電子黒板であるとか、書画カメラ、こういったものを先ずそろえる必要

があるだろうという判断で、えぇ、その整備につきましては今計画的に進めており

まして、えぇ、おおよそ３０年度ではすべて終わると思います。えぇ、それが終わ

ったあとに、タブレット端末ということで今いろいろ情報収集をしているところで

ございます。えぇ、２９年度においても、国や県が主催するＩＣＴ関連の研修会の

ほうにも教職員、それから教育委員会の職員も参加をしております。それからあの

ぅ、県内でも先進的に取り組んでおります美郷町に我々教育委員会の職員や教職員

も出向いて、実際に授業の見学なども行っております。まぁ、そういった中で、３

０年度においては、導入計画はございませんが、先ほど石橋議員さんもおっしゃっ

ていただきましたように、タブレット端末での学習の効果というのは、今いろいろ

情報を集めているところでございますので、引き続き３０年度もさらに研究を進め

ていきたいというふうに考えております。 
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●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） えぇ、３０年度の予定にはないけれども計画はしておるというこ

とでございます。あのぅ、このタブレット端末の利用は、あのぅ、理解に差の出やすい、

えぇ、英語や数学の知識取得が非常に有利であるということが言われておるそうであり

ます。で、それが、その分まぁ、いわゆる先生方は主体的、対話的で深い学びにつなが

るディスカッション型の授業に力を注ぐことができるというふうに、このぅ、先ほど述

べました先生はゆっておられます。どうかあのぅ、年次的にでも計画をされまして、え

ぇ、早急なる導入をお願いしたいと思います。えぇ、続いて、あのぅ、学校段階間の接

続と書いておりますが、これはまぁ、連携という言い方のほうが私はしっくりくると思

うんですけれども、えぇ、学習指導要領の改訂版には接続という言い方がされておりま

した。えぇ、先ほど大屋議員の質問の中でも中学校と矢上高等学校の連携をした授業を

取り組んだということが言われておりますが、この指導要領の中にも、改定版の中にも、

ええと、同一中学校区内の連携ということもうたわれておりますが、現実にそうした形

で取り組んでいらっしゃる、あぁ、いらっしゃるかどうか、まだもし取り組んでおられ

れば具体的なことをお聞きしたいと思います。 

●日高学校教育課長（日高始） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 日高学校教育課長。 

●日高学校教育課長（日高始） えぇ、まず、あのぅ、小学校は平成３０年度から、中学

校は３１年度から２年間の新学習指導要領の移行期間に入ります。移行期間の学習

内容については、島根県の教育委員会からも教育課程の編成・実施の手引きが示さ

れておりまして、小中学校間での未履修問題などがないようにしっかりと連携を取

っていくことで対応していくことになっております。えぇ、また、あのぅ、町にお

いては、町の教育研究会、あるいは町内３つの中学校区毎に、小中教員の連携もと

られておりますが、さらに連携を深めていくことも必要だというふうに考えており

ます。えぇ、それから先ほど石橋議員さんおっしゃっていただきました同一中学校

区内での連携ということに関して申し上げますと、えぇ、中一ギャップという言い

方をよく聞く、聞かれることがあるかも知れませんけど、えぇ、同一中学校内で別

な小学校からその中学校にきた場合に中学校１年生で、それまでの合同学習などが

経験がない場合には、まぁ、初めてそこで会うという事になって、そういうギャッ

プが生まれるということを防止する意味でも、えぇ、これは同一中学校区内では、

えぇ、小学校ごとの合同学習、あるいは同一的に検証したり、そういった形で、そ

ういう意味ではすんなりと中学校の授業に入っていけるような、中学校生活に入っ

ていけるような、えぇ、学習を展開をしているところでございます。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） えぇ、課長のほうから中一ギャップということばがあるという事

を言っていただきました。やはりあのぅ、いろいろな小学校から集まって来ますので、

当然そういった問題は起こってくると思うんです。ですから今後、そうしたものも含め
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て、あのぅ、取り組んでいただきたい。と同時にやはりその生徒だけではなくて、やは

りＰＴＡあるいは地域等が一緒になって取り組んでいくべきだというようなこともござ

いましたので、まぁ、そこらへんもどういう体系をとって進めていかれるかわかりませ

んけれども、できるだけそうした中学校に入った時のギャップがないように、えぇ、お

願いをしたいと思います。ええと、続いてあのぅ、２点目のいわゆるフィンランド共和

国派遣事業についてでございます。えぇ、今回の派遣事業を終えてどのような成果があ

ったかと思われますか。ええと、いう次第でございます。ええと、１１月２日から全５

回の事前学習、それから１２月１９日から２６日、実質は時差を含めますと、まぁ、４

日か５日だと思いますが、さまざまな活動をしていらっしゃいます。えぇ、先般あのぅ、

ちょうど報告会がありました時に、実はまぁ、大変申し訳ないんですが私欠席をさして

いただきました。まぁ、皆さんからのお話もお聞きしたところでございますが、皆さん

一生懸命努めてこられたということがあったと思いますが、えぇ、教育委員会としてど

のような成果があったか、報告書も私も見せていただきましたが、えぇ、この場で説明

していただければと思います。 
●大橋生涯学習課長（大橋覚） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 大橋生涯学習課長。 

●大橋生涯学習課長（大橋覚） まず始めに、今年度実施をいたしましたフィンランド共

和国派遣事業についてご報告を申し上げます。今年度の派遣事業につきまして、昨

年１２月１９日から１２月２６日までの８日間、中学生２名、高校生６名、引率４

名の計１２名で実施をいたしたところでございます。内容につきましては、地元高

校生との交流、自然体験学習、活動、ホームスティなど体験及び交流を意識したプ

ログラムを設定をいたしまして、そのプログラムすべて順調にこなして帰国をした

ところでございます。石橋議員ご質問の本事業の成果についてでございます。この

事業の成果といたしまして、まず参加者及び保護者の皆さまにアンケートを実施を

いたしました。２点目に、引率の皆さまの反省会も実施をいたしました。そして、

３点目、先ほど石橋議員、あのぅ、申されましたけど、３月１３日、一昨日でござ

いますけど、報告会を実施をいたしました。以上、三つについて検証をさしていた

だいたところでございます。まずはアンケートでございます。参加者及び保護者の

皆さま、ともに概ね良好であったという評価をいただきました。そのアンケートに

よります、まず参加した子どもたちから学校訪問で、もう少しフィンランドの高校

生と触れあう時間欲しかった。２点目、学校訪問の際、質問する内容を考えておけ

ば良かった。３点目、とても満足、充実した交流でした。４番目、この事業をもっ

とＰＲすればいいのでは。５点目、学校訪問など現地の人との交流の時間をもっと

多くして欲しかった、などと要望も含め、来年度につなげていくための意見等をい

ただきました。このことは、参加者自らがしっかりと振り返りをしていただいた結

果の言葉として受け止めさせていただきました。また保護者の皆さまからは、貴重

な体験をさせていただきました、人との関わりについて、言葉を含め勉強になりま

した、３点目、この経験を邑南町に還元をしていきたい、４点目、今回の体験で参

加した本人も家族もフィンランド共和国についてより興味を持ちました、というよ
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うなご意見をいただいたところでございます。また、引率の皆さまの反省会におい

て、具体的に今後につなげていくための課題等を挙げていただき、次年度実施に向

け、どのように取り組んでいけば良いかという方向性を示していただきました。更

に先般実施をいたしました報告会では、参加した生徒から英語力およびコミュニケ

ーション能力の必要性、２番目に日本では当たり前の文化、慣習等をなかなかうま

く説明できなかった、３点目、ふるさとを知らないと何も伝えることができなかっ

たなどと多くの気づきを発表していただきました。語学力はもちろんのこと、人と

の関わり方、ふるさとを再認識することなど、自分の振り返りを兼ねて伝えていた

だきました。以上のようなことから、本事業の成果は十分にあったのではないかと

いうように確認をしたところでございます。以上でございます。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） えぇ、この成果についていろいろ述べていただきました。アンケ

ートをとられた中にもいろいろとこれが良かった、こういうことが良かったとか述べら

れております。えぇ、そうした中で、まぁ、事前学習もしっかりやっていかれたと思い

ます。５回ぐらい集まって、事前学習をなさっている。そうした中で、子ども達、あの

ぅ、この報告書の中で書いてございましたが、高校生との交流の中で、えぇ、日本人の

宗教観はどうかとか、あるいは教育長の報告書であったと思いますが、同性愛について

どう思いますかとかいうような質問が向こうから出たそうであります。で、やはり日本

の教育ではこうしたことをなかなか教えてないというとこもございます。まぁ、今回の

教育学習指導要領の改訂でも深い学びということもございますし、課題を見つけて追及

していくというようなこともございますので、こうした面もやはり事前学習として、や

はり日本の伝統文化をしっかりと勉強さして次の時に結びつけていただきたいと思いま

す。またあのぅ、大使館を訪問されたそうでございますが、えぇ、担当の書記官から邑

南町の何を伝えたいのか、こういう質問もあった。で、外国の文化を知ることも大切だ

が、同じように自分たちの国のふるさとのことをしっかりと語れる大切さや、えぇ、自

分たちの考えを持たせる教育の大切さを感じたということを教育長さん書いておられま

す。正にこのことが、あのぅ、これからの世界に羽ばたける力を養う、養成していく上

での大切なことだと思いますので、ぜひとも今回、あのぅ、この次の回からもそうした

ものを重要視された交流にしていただきたいと思います。それから２点目でございます

が、この派遣事業を通じてこれからの派遣事業で、まぁ、先ほどもまぁ、述べていただ

きましたけども、取り組む上での課題について何かございましたら、えぇ、述べていた

だきたいと思います。 
●大橋生涯学習課長（大橋覚） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 大橋生涯学習課長。 

●大橋生涯学習課長（大橋覚）これからの派遣事業の課題についてのご質問でございま

す。先ほども申し上げました、参加者及び保護者の皆さまのアンケートから、また、

引率された方々の反省会からプログラム等の検証作業を実施をいたしました。この

ことから、特に先ほど石橋議員さんもご指摘いただきました、事前学習の重要性と
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いうものを指摘を受けたところでございます。まずもって、参加者同士のコミュニ

ケーション、特にお互いを認めあう場面の設定、また、もちろん邑南町の素晴らし

さを含め、自分自身の思いを伝える語学力の向上、更にはフィンランド共和国の文

化慣習等の学習など、しっかり時間を作り出発まで余裕を持ちながら準備をしてい

くスケジュール等の確保等、課題が明確になりました。このことにつきまして、来

年度は今以上に各学校との連携を図りながら、準備を進めてまいりたいというふう

に思っております。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） えぇ、平成３０年度の教育長の教育方針の中で、えぇ、周知活動

を十分に行い、多くの募集、応募者があるよう努めるとともに事前研修の内容やスケジ

ュールなど検討し、効果的な交流となるよう準備を進めるとしておられます。ええと、

今年度まぁ、このフィンランド派遣事業の人数は概ね１０名程度ということが記されて

います。今年は８名ということだったと思います。で、えぇ、当日１１が、１０月の２

８日に選考されまして、あと１名が当日出席できなかったということで、１１月の２日

にもう一度やっていらっしゃる。で、この要因、この１０名程度、私はより多くの子ど

も達に行っていただきたい。しかしながらまぁ、８名だった。そりゃあまぁ、２名少な

かっただけでありますが、より多くの子ども達に応募していただけるような方法、

要因をお考えになったことが、はございませんでしょうか。 

●大橋生涯学習課長（大橋覚） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 大橋生涯学習課長。 

●大橋生涯学習課長（大橋覚）石橋議員ご指摘の参加者の人数についてでございます。

今年度は第１回目でありまして、まずもって、募集をする前に各地域をまわらさし

ていただきました。事前の説明会を開催をさしていただきました。もちろん、えぇ、

広報、学校を通してのチラシ等は準備をさしていただきましたけど、まだまだ馴染

みの少ない事業であったというふうに反省をしております。ただ、今年度参加をい

ただきました子ども達、保護者の皆さまから、自分たちがまず行ったことで各学校

の広がりは十分にあるというふうに、えぇ、報告会でもそのような意見を言ってい

ただきましたので、まずもって、来年度につきましてはもちろん事前説明会を含め、

周知を今一度ですね、研究をさしていただいて、より多くの子ども達に参加してい

ただこうというふうに思っております。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） あのぅ、今年行ったことによって、まぁ、子ども達も理解してお

るし、また増えるようにまた努力をしていくということでございます。で、派遣時期が

今年は１２月ということでございました。最初に、あのぅ、第１回目のあれは、やられ

た時には、８月ということでございました。この時期的な問題については問題はなかっ

たでしょうか。あのぅ、と言いますのは、フィンランドはまぁ、キリスト教の国であり

ます。９５％がキリスト教、フィンランドキリスト教の、じゃあない、福音派という宗
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派だそうでございますが、９５％の方が入信していらっしゃる。それ、クリスマスとい

うは非常に重要なフィンランドの行事であると、日本の正月というような重要な時期で

あると思うんですが、このことについては問題はありませんでしたでしょうか。 
●大橋生涯学習課長（大橋覚） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 大橋生涯学習課長。残り時間が１０分切りましたんで、答弁は簡潔に

お願いします。 

●大橋生涯学習課長（大橋覚）派遣事業の実施機関、時期についてでございます。今年

度は先ほども申しましたとおり、クリスマスをはさんだ時期に実施を致しました。

各学校の行事等をかんがみて、どうしてもその時期が一番行事等が重ならないとい

うようなところで実施をしたところでございます。また、あのぅ、受け入れにつき

まして、特にホームステイでございますけど、積極的に手を挙げていただきました。

ホームステイにつきましてはあのぅ、苦労なく受け入れの家を、あのぅ、選定をさ

していただいたところでございます。以上でございます。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） まぁ、いずれにしてもまぁ、快くあのぅ、受け入れていたという

ことでございますので、まぁ、またこの時期、来年もこの時期になるかと思いますが、

どうかひとつあのぅ、この事業を続けて、そしてより多くの生徒の皆さんに行っていた

だけるような体制を取り組んでいただくことを望むものでございます。えぇ、続いて３

点目でございますが、時間が少なくなりましたけども、ええと、派遣対象に対する考え

方について問います。昨年この条例が上程されました時に中学校、町内の３中学校と矢

上高等学校および石見養護学校中等部、あぁ、中学部、高等部在籍者のみが対象となっ

ております。さまざまな意見が出されました。私も常任委員会の席で、いずれこの条例

は学校指定項目っていうのは見直すべきではないかっていう事で申し上げてきた経緯が

ございます。えぇ、これからもこの指定校制度を堅持されるのか、またその狙いはどこ

にあるのか、この点についてお伺いしたいと思います。 
●大橋生涯学習課長（大橋覚） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 大橋生涯学習課長。 

●大橋生涯学習課長（大橋覚）派遣対象に対する考え方についてでございます。教育委

員会では、今後の教育の方向性といたしまして、平成２８年度に策定されました第

２次総合振興計画、併せて２４年に答申されました教育のあり方検討委員会をふま

えて、今年度邑南づくり教育計画を策定したところでございます。これら計画の実

行のためには、系統的・一貫的に取り組んでいく必要があるため、人材を、あ、時

代を担う人材育成を念頭においた計画を今年度作成したところでございます。教育

が果たす普遍的な役割に加え、主体性を持った地域の担い手育成とあらゆる世代が

一体となった地域活性化の両立を目指していくことにより、地域住民の主体的な参

画による子どもたちへの世界へも羽ばたける力の育成と地方創生の実現につながっ

ていくものと考えております。さらに、学校、保育所、保育園、家庭、地域がさま

ざまな教育課題を共有し、同じ方向を向いて協力し合いながら、学ぶ意欲や自尊感
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情、チャレンジ精神など、子どもが自律的に成長するためのつなぎ、つながるを意

識することで、保育所、保育園から高校までの一貫した教育の構築が、教育の体制

が構築するものと確信をしております。このようにふるさとの素材を生かした、そ

れぞれの体験等を本町の魅力ある教育資源、小さくてもある１１の公立学校、二つ

ある県立学校、九つある保育所、保育園、そして、地域ごとにある１２の公民館を

拠点に、将来の担い手を地域総掛かりで地域にこだわった教育を展開することで、

持続可能な町を目指すことが出来るのではないかと考えております。本事業もこれ

ら実現のための一つの方策として位置付けており、対象を町立中学校、県立矢上高

等学校、石見養護学校中学部、高等部に在籍する生徒としております。どうぞご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） えぇ、この邑南町の奨学金基金というのがございます。それから、

邑南町医療福祉従事者確保奨学金条例、これらを見ましても学校の指定というのはあり

ません。フィンランド共和国交流派遣事業、事業の奨学金が、のみ、この３校が、あぁ、

３中学校と矢上高等学校、それから養護学校となっております。この貸与対象をせっか

く邑南町に在住しながら、ここで限定するというのは、たいへん私は不自然だと思いま

す。その、この派遣事業の基金のじょう、基金はですね、この邑南町奨学基金の中から

１，０００万円を取り崩してこれに１，０００万円を充ててるわけですから、じゃあ、

ほかな、例えばよその、町外の学校に行っていらっしゃる方は、住所はここにあるわけ

ですけども、それがなぜこうしたことで差別されなければならないのか。教育の機会均

等という憲法でちゃんとうたわれとるわけです。そして行政の公正公平という面からも

この条例は、やはりこういう限定するというのは私はおかしいと思いますけれども、町

長さん、町長のお考えも伺ってみたいと思います。 
●土居教育長（土居達也） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 土居教育長。残り時間が少なくなりましたので、答弁は簡潔におねが

いします。 

●土居教育長（土居達也） あのぅ、いろんな考え方あると思いますけども、支援と教育の

あり方というのは、分けて考えてもいいんじゃないかというふうに私は思います。えぇ、

いわゆる、えぇ、いわゆる、しゅう、いわゆる、基金ですよね。えぇ、奨学金は支援で

ある。で、このフィンランドへの派遣は教育のあり方ということですので、えぇ、それ

が同じでないといけないという考えは、えぇ、我々、教育委員会としてはそういうふう

に分けて考えております。 

●石橋町長（石橋良治） はい議長、番外。 

●議長（山中康樹） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治） えぇ、まぁ、議員さんの立場からすればそういろんな意見がある

とは思いますけども、やはりこのフィンランド派遣事業については相当、教育委員会の

中で議論されて、えぇ、出された結論でありますし、前回も多少の反対はあったと思い

ますけども、議会でも承認いただいたんではないかなあというふうに、まぁ、理解をし
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ております。で、まぁ、教育長も申し上げましたとおりに、やはりあのぅ、ここは支援

と邑南町の教育のあり方っていうのは分けて考える必要があるだろうと、私も同じよう

な考え方に立ちたいというふうにまぁ、思っております。 

●石橋議員（石橋純二） はい、議長。 

●議長（山中康樹） 石橋議員。 

●石橋議員（石橋純二） はい、時間が無くなりましたので、えぇ、まだまだ申し上げたい

とこはございました。えと、平成１６年に、あのぅ、邑南町が合併した時に、平和都市

宣言というのをやりました。その後に人権宣言の町という宣言もいたしました。その次

にまた、男女共同参画社会の、あのぅ、宣言もしております。特に人権問題については

町長始め教育委員会一生懸命やっていらっしゃいます。同じ町内に住みながら学校が違

うだけでこれは差別にはならないか、個人との、個人の差別ではありませんが、学校に

よる差別と考えますが、私はいず、あのぅ、やはり教育の機会均等という面から見れば、

私は町外の学校に行っとる子でも、私は認めてあげてほしいということを訴えまして、

まぁ、これから検討されるか、いや検討はしないと言われるかも知れませんが、また時

を見つけて、また再質問をさしていただくかも知れません。時間が参りましたので、以

上で質問を終わります。 

●議長（山中康樹） 以上で石橋議員の一般質問は終了いたしました。本日はこれにて散会

といたします。 

―― 午後 ３時３０分 散会 ―― 
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